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共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
「
形
式
的
実
行
行
為
説
」
の
検
討

共
謀
共
同
正
犯
の
「
正
犯
性
」・「
共
犯
性
」
の
一
考
察
㈢

関

哲

夫

一

序

本
稿
の
課
題

１

組
織
犯
罪
と
刑
法
第
六
〇
条

２

検
討
の
視
点

３

検
討
の
課
題

４

学
説
の
分
類

二

共
犯
性
説

１

共
同
意
思
主
体
説
（
以
上
、
國
士
舘
大
学
・
國
士
舘

法
学
三
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
九
九
〜
一
四
〇
頁
）

２

共
同
意
思
関
係
説
（
以
上
、
國
士
舘
大
学
・
國
士
舘

法
学
四
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
五
〜
六
〇
頁
）

三

正
犯
性
説

１

は
じ
め
に

⑴

実
行
行
為
基
軸
論

⑵

実
行
行
為
遊
離
論

⑶

モ
デ
ル
論

２

形
式
的
実
行
行
為
説

⑴

は
し
が
き

⑵

内

容

Ａ

犯
罪
共
同
説
か
ら
の
形
式
的
実
行
行
為
説

Ｂ

行
為
共
同
説
か
ら
の
形
式
的
実
行
行
為
説

Ｃ

共
同
意
思
主
体
説
か
ら
の
形
式
的
実
行
行
為
説

⑶

特

徴

⑷

小

括
（
以
上
、
本
誌
本
号
）
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三

正
犯
性
説

１

は
じ
め
に

正
犯
性
説
は
、（
共
謀
）
共
同
正
犯
は
単
独
正
犯
と
同
様
の
意
味
に
お
い
て
「
正
犯
」
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の

正
犯
と
は
何
か
、
正
犯
は
狭
義
の
共
犯
と
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
周
知
の
よ
う
に
、
学
説
で
は
「
正
犯
と
共
犯
の
区

別
」
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
を
、
正
犯
概
念
と
実
行
行
為
概
念
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
と
き
、
学
説
で
は
、
大
別

し
て
二
つ
の
傾
向
が
見
ら

１
）

れ
る
。
第
一
は
、
正
犯
概
念
を
構
築
す
る
に
当
た
っ
て
実
行
行
為
概
念
を
基
軸
に
す
る
見
解
で
あ
り
、
こ
の

見
解
を
「
実
行
行
為
基
軸
論
」
と
称
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
対
し
第
二
は
、
正
犯
概
念
を
構
築
す
る
に
当
た
っ
て
正
犯
概
念
を
実
行

行
為
概
念
か
ら
遊
離
さ
せ
る
見
解
で
あ
り
、
こ
の
見
解
を
「
実
行
行
為
遊
離
論
」
と
称
し
て
お
き
た
い
。

⑴

実
行
行
為
基
軸
論

刑
法
は
、
共
同
正
犯
に
つ
い
て
、「
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
は
、
す
べ
て
正
犯
と
す
る
」（
刑
法
六
〇
条
）
と
規
定

し
、
正
犯
と
は
「
犯
罪
を
実
行
し
た
者
」
を
い
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
犯
罪
」
の
語
は
、
一
般
に
、
犯
罪
の
実
行
行
為
、
す
な
わ
ち

基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
、
正
犯
と
は
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
遂
行
す
る
者
で
あ

る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
正
犯＝

実
行
行
為
の
分
担
者
」
と
い
う
命
題
を
前
提
に
し
、
実
行
行
為
概
念
を
基
軸
に
し
て
正
犯

概
念
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
り
、「
実
行
行
為
基
軸
論
」
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
行
行
為
基
軸
論
の
立
場
に
は
、
そ
の
実
行
行
為
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
に
応
じ
て
、
大
別
し
て
、
形
式
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
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る
見
解
と
、
実
質
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
見
解
と
が
あ
る
。
前
者
を
「
形
式
的
実
行
行
為
説
」
と
称
し
、
後
者
を
「
実
質
的
実
行
行
為

説
」
と
称
し
て
お
き
た
い
。

①

形
式
的
実
行
行
為
説

形
式
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
実
行
行
為
を
記
述
的
・
類
型
的
な
概
念
と
し
て
把
握
す
る
見
解
は
、
し

た
が
っ
て
、
記
述
的
・
類
型
的
に
把
握
さ
れ
た
「
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
を
行
う
者
」
が
正
犯
で
あ
り
、
基
本
的
構

成
要
件
を
修
正
し
て
得
ら
れ
た
拡
張
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
行
う
者
が
共
犯
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
見
解
は
、
限
縮
的
正
犯
概
念
に
依
拠
し
、
観
念
的
形
象
と
し
て
の
構
成
要
件
、
あ
る
い
は
一
般
的
・
抽
象
的
に
危
険
な
行
為
が

類
型
化
さ
れ
た
構
成
要
件
と
い
う
記
述
的
・
類
型
的
な
意
味
に
お
け
る
構
成
要
件
に
よ
り
実
行
行
為
の
概
念
を
画
定
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
ま
さ
に
「
形
式
的
実
行
行
為
説
」
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
見
解
は
、
形
式
的
実
行
行
為
概
念
を
基
軸
に
し
て

「
正
犯＝

形
式
的
実
行
行
為
の
分
担
者
」
と
い
う
命
題
を
堅
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、「
形
式
的
正
犯
概
念
」
を
主
張
す
る

見
解
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

②

実
質
的
実
行
行
為
説

こ
れ
に
対
し
、
実
質
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
実
行
行
為
を
規
範
的
・
価
値
的
な
概
念
と
し
て
把
握
す

る
見
解
は
、
し
た
が
っ
て
、
規
範
的
・
価
値
的
に
把
握
さ
れ
た
「
実
質
的
に
危
険
な
実
行
行
為
を
行
う
者
」
が
正
犯
で
あ
り
、
そ
れ
以

外
の
行
為
で
正
犯
の
実
現
す
る
犯
罪
に
加
功
す
る
者
が
共
犯
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
見
解
も
ま
た
、
限
縮
的
正
犯
概
念
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
法
益
侵
害
・
危
殆
化
と
い
う
結
果
の
実
現
に
対
す
る
現
実
的
な
危
険

性
・
寄
与
度
と
い
う
実
質
的
観
点
を
実
行
行
為
の
概
念
に
導
入
し
、
具
体
的
な
危
険
性
に
よ
り
規
範
的
・
価
値
的
に
実
行
行
為
の
概
念

を
画
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
ま
さ
に
「
実
質
的
実
行
行
為
説
」
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
見
解
は
、
実
質
的
実
行
行

為
概
念
を
基
軸
に
し
て
「
正
犯＝

実
質
的
実
行
行
為
の
分
担
者
」
と
い
う
命
題
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「
実
質
的

正
犯
概
念
」
を
主
張
す
る
見
解
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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以
上
の
、
形
式
的
正
犯
概
念
を
主
張
す
る
形
式
的
実
行
行
為
説
も
、
実
質
的
正
犯
概
念
を
主
張
す
る
実
質
的
実
行
行
為
説
も
、
い
ず

れ
も
実
行
行
為
基
軸
論
で
あ
っ
て
、
正
犯
の
概
念
と
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
の
概
念
と
を
結
び
つ
け
、
正
犯
で
あ
る

た
め
に
は
実
行
行
為
の
少
な
く
と
も
一
部
の
分
担
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
「
正
犯＝

実
行
行
為
の
分
担
者
」

と
い
う
命
題
を
堅
持
す
る
見
解
で
あ
る
。

⑵

実
行
行
為
遊
離
論

こ
れ
に
対
し
、
正
犯
概
念
と
実
行
行
為
概
念
と
を
必
ず
し
も
結
び
つ
け
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
正
犯
概
念
を
実
行
行
為
概
念
か
ら
解

放
し
、「
正
犯＝

実
行
行
為
の
分
担
者
」
と
い
う
命
題
に
拘
泥
し
な
い
見
解
が
存
在
す
る
。
こ
の
見
解
に
あ
っ
て
も
、
多
く
は
限
縮
的

正
犯
概
念
に
依
拠
し
て
は
い
る
が
、
む
し
ろ
重
点
は
、
実
行
行
為
の
概
念
に
代
わ
る
正
犯
性
要
素
（
正
犯
性
メ
ル
ク
マ
ー
ル
）
に
移
行

し
て
お
り
、
正
犯
性
の
特
徴
と
し
て
何
を
要
求
す
る
か
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
正
犯
性
の
要
素
に
つ
い
て
は
見
解
の
相
違

が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
の
見
解
も
「
正
犯＝

実
質
的
な
正
犯
性
要
素
を
具
備
す
る
者
」
と
い
う
命
題
を
前

提
に
し
て
正
犯
概
念
を
画
定
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
こ
の
見
解
は
、
そ
の
実
質
的
な
正
犯
性
の
要
素
を
基
軸
に
し
て

「
正
犯＝

正
犯
性
具
備
者
」
と
い
う
命
題
を
前
提
に
し
て
い
る
見
解
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
見
解
が
、
正
犯
性
の
内
実
を
実
質

的
な
も
の
に
求
め
る
「
実
質
的
正
犯
概
念
」
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
実
質
的
実
行
行
為
の
概
念
を
基
軸
に
す
る
先
の
実
質
的

実
行
行
為
説
と
類
似
し
た
発
想
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
先
の
実
質
的
実
行
行
為
説
と
区
別
す
る
た
め
に
、
実
行
行
為
遊
離
論
に
基
づ

く
こ
の
見
解
を
「
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
」
と
称
し
て
お
き
た
い
。

⑶

モ
デ
ル
論

以
上
の
正
犯
概
念
と
実
行
行
為
概
念
と
に
関
わ
る
学
説
を
こ
こ
で
モ
デ
ル
論
と
し
て
提
示
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①

実
行
行
為
基
軸
論：

正
犯＝

実
行
行
為
の
分
担
者
」
と
い
う
命
題
を
前
提
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Ａ

形
式
的
実
行
行
為
説

・
形
式
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
記
述
的
・
類
型
的
な
実
行
行
為
概
念
を
基
軸

⇒

形
式
的
実
行
行
為
概
念
を
主
張

・

正
犯＝

形
式
的
実
行
行
為
の
分
担
者
」
を
前
提

⇒
形
式
的
正
犯
概
念
を
主
張

Ｂ

実
質
的
実
行
行
為
説

・
実
質
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
規
範
的
・
価
値
的
な
実
行
行
為
概
念
を
基
軸

⇒

実
質
的
実
行
行
為
概
念
を
主
張

・

正
犯＝

実
質
的
実
行
行
為
の
分
担
者
」
を
前
提

⇒

実
質
的
正
犯
概
念
を
主
張

②

実
行
行
為
遊
離
論：

正
犯＝

実
行
行
為
の
分
担
者
」
と
い
う
命
題
か
ら
離
脱

Ｃ

実
質
的
正
犯
性
具
備
説

・
正
犯
概
念
を
実
行
行
為
概
念
か
ら
解
放

⇒

実
質
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
正
犯
性
要
素
を
基
軸

⇒

正
犯＝

実
行
行
為
の
分
担
者
」
と
は
限
ら
な
い

・

正
犯＝

実
質
的
正
犯
性
を
具
備
す
る
者
」

⇒

実
質
的
正
犯
概
念
を
主
張

こ
の
モ
デ
ル
論
か
ら
、
あ
る
い
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
行
行
為
概
念
を
基
軸
に
し
て
正
犯
概
念
を
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構
築
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
実
行
行
為
概
念
か
ら
解
放
さ
れ
た
正
犯
概
念
を
構
築
す
る
か
を
分
類
基
点
と
し
た
と
き
、
形
式
的
実
行
行

為
説
と
実
質
的
実
行
行
為
説
は
前
者
に
分
類
さ
れ
、
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
は
後
者
に
分
類
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
他
方
、
形
式
的
正
犯

概
念
を
主
張
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
実
質
的
正
犯
概
念
を
主
張
す
る
の
か
を
分
類
基
点
と
し
た
と
き
に
は
、
形
式
的
実
行
行
為
説
は
前

者
に
分
類
さ
れ
、
実
質
的
実
行
行
為
説
と
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
は
後
者
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
質
的
な
正
犯
概
念
を
探
求

す
る
点
で
、
実
質
的
実
行
行
為
説
と
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
は
い
ず
れ
も
「
実
質
的
正
犯
性
基
軸
論
」
で
あ
り
、
相
違
が
あ
る
と
す
る

と
、「
実
行
行
為
」
概
念
を
基
軸
と
す
る
か
否
か
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
両
説
の
違
い
は
紙
一
重
に
す
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
、
両
説
を
峻
別
し
、
両
説
の
論
者
が
述
べ
る
と
こ
ろ
を
類
別
す
る
の
は
難
し
い
作
業
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
が
前
提
と
す
る
基
盤
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
の
中
核
と
な
る
内
容
が
相
違
す
る
こ
と
、
言
い
換
え

れ
ば
、
立
脚
点
が
異
な
り
、
内
容
の
重
点
の
置
き
ど
こ
ろ
が
異
な
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
以
下
、
こ
の
「
正
犯
性
説
」
の
項
で
は
、
ま

ず
実
行
行
為
基
軸
論
に
立
つ
見
解
の
う
ち
、
形
式
的
実
行
行
為
の
概
念
を
基
軸
に
し
て
形
式
的
正
犯
概
念
を
主
張
す
る
形
式
的
実
行
行

２
）

為
説
と
、
実
質
的
実
行
行
為
の
概
念
を
基
軸
に
し
て
実
質
的
正
犯
概
念
を
主
張
す
る
実
質
的
実
行
行

３
）

為
説
を
考
察
し
、
次
に
、
実
行
行

為
遊
離
論
の
立
場
か
ら
実
質
的
正
犯
概
念
を
主
張
す
る
実
質
的
正
犯
性
具

4
）

備
説
の
順
で
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

１
）

以
下
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
曽
根
威
彦
・
刑
法
に
お
け
る
実
行
・
危
険
・
錯
誤
（
一
九
九
一
年
）
一
六
六
〜
一
六
七
頁
、
曽
根
威
彦
・
刑
法
の
重
要

問
題
〔
総
論
〕（
第
二
版
・
二
〇
〇
五
年
）
三
四
二
頁
以
下
が
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。

２
）

正
犯
概
念
に
つ
き
実
行
行
為
基
軸
論
に
立
ち
、
し
か
も
、「
正
犯＝
『
形
式
的
』
実
行
行
為
の
分
担
者
」
の
命
題
を
堅
持
す
る
「
形
式
的
実
行
行
為

説
」
を
主
張
す
る
見
解
は
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
限
縮
的
正
犯
概
念
を
堅
持
し
て
、
結
局
は
共
謀
共
同
正
犯
否
定
論
へ
と
至
る
こ
と
に
な
る
。

３
）

正
犯
概
念
に
つ
き
実
行
行
為
基
軸
論
に
立
ち
、
し
か
も
、「
正
犯＝

『
実
質
的
』
実
行
行
為
の
分
担
者
」
の
命
題
を
維
持
す
る
「
実
質
的
実
行
行
為

説
」
を
主
張
す
る
見
解
に
は
、
間
接
正
犯
類
似
説
、
行
為
支
配
説
、
優
越
支
配
共
同
正
犯
説
が
あ
る
ほ
か
、
準
実
行
共
同
正
犯
説
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
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ら
、
準
実
行
共
同
正
犯
説
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、（
共
謀
）
共
同
正
犯
は
共
犯
で
あ
る
と
と
も
に
正
犯
で
も
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
「
共
犯
性
・
正
犯
性

説
」
で
あ
り
、
学
説
分
類
と
し
て
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
そ
の
項
で
扱
う
こ
と
に
す
る
。

４
）

正
犯
概
念
に
つ
き
実
行
行
為
遊
離
論
に
立
ち
、
し
か
も
、「
正
犯＝

『
実
質
的
』
正
犯
性
を
具
備
す
る
者
」
の
命
題
を
前
提
と
す
る
「
実
質
的
正
犯
性

具
備
説
」
を
主
張
す
る
見
解
に
は
、「
自
己
の
犯
罪
」
説
、
包
括
的
正
犯
説
、
教
唆
正
犯
説
、
排
他
的
形
成
支
配
説
、「
正
犯
の
背
後
の
正
犯
」
説
が
あ
る

ほ
か
、
シ
ス
テ
ム
論
的
共
謀
共
同
正
犯
説
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
シ
ス
テ
ム
論
的
共
謀
共
同
正
犯
説
は
、（
共
謀
）
共
同
正
犯
は
共
犯
で
あ
る
と
と

も
に
正
犯
で
も
あ
る
こ
と
を
正
面
か
ら
認
め
る
「
共
犯
性
・
正
犯
性
説
」
で
あ
り
、
学
説
分
類
と
し
て
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
そ
の
項

で
扱
う
こ
と
に
す
る
。

２

形
式
的
実
行
行
為
説

⑴

は
し
が
き

あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
と
、
形
式
的
実
行
行
為
説
に
よ
れ
ば
、
共
同
正
犯
は
単
独
正
犯
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
「
正
犯
」
で
あ
る
こ

と
を
前
提
に
し
た
上
で
、
正
犯
と
は
形
式
的
・
類
型
的
に
把
握
さ
れ
た
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
を
行
う
者
で
あ
り
、

共
同
正
犯
も
正
犯
の
一
種
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
正
犯
性
を
徴
表
す
る
「
形
式
的
・
類
型
的
な
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為＝

実

行
行
為
」
の
少
な
く
と
も
一
部
分
担
が
な
さ
れ
な
い
以
上
、
共
謀
共
同
正
犯
の
概
念
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
こ
の
説
は
、
結
局
、
共
謀
共
同
正
犯
否
認
論
へ
と
至
る
こ
と
に
な
る
。

形
式
的
実
行
行
為
説
に
は
、
犯
罪
共
同
説
か
ら
の
も
の
、
行
為
共
同
説
か
ら
の
も
の
、
さ
ら
に
共
同
意
思
主
体
か
ら
の
も
の
が
あ

る
。
以
下
、
形
式
的
実
行
行
為
説
の
論
者
の
主
張
内
容
を
、
犯
罪
共
同
説
か
ら
の
も
の
、
行
為
共
同
説
か
ら
の
も
の
、
さ
ら
に
共
同
意

思
主
体
説
か
ら
の
も
の
、
と
い
う
順
番
で
見
て
い
き
、
次
に
形
式
的
実
行
行
為
説
の
特
徴
を
指
摘
し
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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⑵

内

容

Ａ

犯
罪
共
同
説
か
ら
の
形
式
的
実
行
行
為
説

犯
罪
共
同
説
か
ら
の
形
式
的
実
行
行
為
説
の
論
者
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
香
川
達
夫
氏
及
び
福
田
平
氏
の
論
述
を
一
人
称
の
形
で
紹

介
し
て
い
き
た
い
。

①

部
分
的
犯
罪
共
同
説

犯
罪
の
も
つ
客
観
的
な
枠
を
重
視
し
、
特
定
の
犯
罪
の
存
在
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
犯
罪
を
数
人
が
共
同
し
て
実
行
し
た
ば
あ
い
に
共
同
正
犯
関
係
が
成
立
す
る
と
解
す
る
の
が
正
し
い
と
す
る
、
犯
罪
共
同
説
…
…
の

登
場
を
も
た
ら
す
。
共
同
正
犯
の
成
立
範
囲
が
特
定
の
犯
罪
、
す
な
わ
ち
同
一
構
成
要
件
を
限
度
と
し
て
考
え
ら
れ
、
か
つ
そ
れ
以
上

に
で
て
は
い
け
な
い
と
解
す
る
点
で
、
犯
罪
共
同
説
は
客
観
主
義
的
刑
法
理
論
に
結
合
し
、
し
か
も
そ
れ
が
現
在
の
通
説
的
見
解
で
あ

る
と
い
っ
て

１
）

よ
い
。」
す
な
わ
ち
、「
犯
罪
共
同
説
は
、
一
定
の
犯
罪
構
成
要
件
を
二
人
以
上
の
者
が
共
同
し
て
実
行
す
る
こ
と
を
共
同

正
犯
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
の
に
対
し
、「
行
為
共
同
説
は
、
構
成
要
件
を
は
な
れ
た
行
為
を
二
人
以
上
の
者
が
共
同
し
て
行
え
ば
共

同
正
犯
で
あ
る
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
が
、「
共
同
正
犯
も
正
犯
で
あ
る
」
し
、「
実
行
行
為
を
行
う
者
を
正
犯
」
と
解
す
る
以
上
、

「
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
一
定
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
を
共
同
に
す
る
こ
と
が
、
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
構
成
要
件
を
は
な
れ
た
自
然
的
行
為
を
共
同
に
す
れ
ば
共
同
正
犯
の
成
立
を
み
と
め
る
行
為
共
同
説
は
、
妥
当
で
な
く
、
実
行

行
為
の
共
同
を
共
同
正
犯
の
要
件
と
す
る
犯
罪
共
同
説
が
、
妥
当
で

２
）

あ
る
。」
し
か
し
、「
犯
罪
共
同
説
が
妥
当
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、

共
同
正
犯
の
成
立
に
は
、
同
一
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
犯
罪
を
共
同
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一

定
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
の
共
同
を
共
同
正
犯
の
要
件
と
す
る
犯
罪
共
同
説
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
一

の
構
成
要
件
に
属
す
る
犯
罪
だ
け
で
な
く
、
構
成
要
件
が
こ
と
な
っ
て
い
て
も
、
そ
の
甲
罪
と
乙
罪
と
が
構
成
要
件
的
に
重
な
り
合
う

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
重
な
り
合
う
限
度
に
お
い
て
、
実
行
行
為
の
共
同
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
そ
の
限
度
に
お
い
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て
、
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
も
の
で

３
）

あ
る
。」

②

共
同
正
犯
の
正
犯
性

正
犯
と
は
、
主
観＝

客
観
の
全
体
構
造
を
も
つ
実
行
行
為
を
行
う
者
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、

共
犯
（
教
唆
犯
・
幇
助
犯
）
は
、
実
行
行
為
そ
の
も
の
を
行
う
者
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
行
態
に
よ
っ
て
実
行
行
為
に
加
功
す
る
者

で

４
）

あ
る
。」
こ
の
点
を
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
の
関
係
で
い
え
ば
、「
正
犯
者
は
、
み
ず
か
ら
の
実
行
行
為
に
よ
っ
て
法
益
侵
害
（
危
険
）

を
惹
起
し
た
点
に
そ
の
処
罰
根
拠
が
あ
り
、
共
犯
者
の
処
罰
根
拠
は
、
正
犯
者
の
実
行
行
為
を
通
じ
て
法
益
侵
害
（
危
険
）
を
惹
起
し

た
点
に

５
）

あ
る
。」
そ
し
て
、「
単
独
で
実
行
行
為
を
な
し
た
ば
あ
い
が
、
単
独
正
犯
で
あ
り
、
数
人
で
共
同
し
て
実
行
行
為
を
な
し
た
ば

あ
い
が
、
共
同
正
犯
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
共
同
正
犯
も
正
犯
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ

６
）

ろ
う
。」
す
な
わ
ち
、「
共
同
正
犯
も
正

犯
で
あ
る
以
上
、
正
犯
性
を
も
つ
こ
と
が
必
要
」
で
あ
り
、「
構
成
要
件
実
現
の
現
実
的
可
能
性
を
も
つ
行
態＝

実
行
行
為
を
し
た
者
」

と
い
え
な
い
限
り
「
こ
の
者
の
正
犯
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で

７
）

あ
る
。

③

一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理

共
同
正
犯
の
成
立
に
は
、
二
人
以
上
の
者
の
間
に
、
主
観
的
に
は
、
一
定
の
実
行
行
為
を

共
同
に
す
る
意
思
、
客
観
的
に
は
、
一
定
の
実
行
行
為
を
共
同
し
て
行
う
事
実
と
が
必
要
で

８
）

あ
る
」
が
、
こ
の
「
共
同
実
行
の
意
思
と

事
実
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
同
者
各
自
に
つ
き
、
そ
の
者
自
身
の
行
為
と
他
の
共
同
者
の

行
為
と
が
一
体
の
も
の
と
評
価
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
共
同
正
犯
者
は
、
共
同
の
実
行
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
事
実
の

全
部
に
つ
い
て
正
犯
と
し
て
の
責
任
を
負
う
と
さ
れ
て

９
）

い
る
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
客
観
的
に
は
、「
二
人
以
上
の
者
が
、
共

同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
こ
と
（
共
同
実
行
の
事
実
）」、
す
な
わ
ち
「
実
行
行
為
そ
の
も
の
が
分
担
さ
れ
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
「
実
行
行
為
の
分
担
で
足
り
る
か
ら
、
共
同
者
の
各
自
の
行
為
は
、
実
行
行
為
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も

10
）

よ
い
。」

④

共
謀
共
同
正
犯
肯
定
説
へ
の
疑
問

共
同
正
犯
も
正
犯
で
あ
る
以
上
、
正
犯
性
を
も
つ
こ
と
が
必
要
」
で
あ
り
、「
間
接
正
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犯
が
正
犯
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
被
利
用
者
に
対
す
る
誘
致
行
為
が
、
構
成
要
件
実
現
の
現
実
的
可
能
性
を
も
つ
行
態＝

実
行

行
為
と
み
と
め
ら
れ
る

11
）

か
ら
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
共
謀
に
参
加
し
た
だ
け
で
、
な
ん
ら
の
行
為
に
出
な
か
っ
た
者
は
、
共
同

意
思
に
よ
る
心
理
的
拘
束
を
実
行
行
為
を
し
た
他
の
共
謀
者
に
及
ぼ
し
た
者
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
構
成
要
件
実
現
の
現
実
的
可
能
性

を
も
つ
行
態＝
実
行
行
為
を
し
た
者
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
こ
の
者
の
正
犯
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
し
、「
こ
の
者
と
実

行
行
為
を
し
た
他
の
共
謀
者
と
が
、
共
同
正
犯
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

12
）

ろ
う
。」
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
共
謀
に
参
加

し
た
だ
け
で
な
ん
ら
の
行
為
に
出
な
か
っ
た
者
」
は
「
構
成
要
件
実
現
の
現
実
的
可
能
性
を
も
つ
行
為
を
な
し
た
者
」
と
は
い
え
な
い

か
ら
、「
こ
の
者
の
正
犯
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
困
難
」
で
あ
り
、「
現
行
刑
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
共
同
正
犯
に
実
行
行
為
の
分
担
を

要
求
す
る
通
説
的
見
解
を
支
持
し

13
）

た
い
。」
こ
の
点
、
共
謀
共
同
正
犯
肯
定
説
は
、「
一
方
で
は
、
従
来
の
共
犯
規
定
に
お
け
る
共
同
正

犯
と
教
唆
犯
・
幇
助
犯
と
の
区
別
を
あ
い
ま
い
に
し
、
他
方
、
集
団
的
犯
罪
に
対
す
る
規
制
措
置
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
背
後
に
あ
る

大
物
を
共
同
正
犯
と
す
る
効
果
し
か
あ
げ
て
い
な
い
の
は
、
個
人
に
よ
る
犯
罪
を
基
本
と
し
、
複
数
の
個
人
に
よ
る
犯
罪
実
現
形
式
の

一
つ
と
し
て
、
二
人
以
上
の
者
が
相
互
に
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
を
補
充
し
合
っ
て
犯
罪
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
共
同
正
犯

概
念
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
団
的
犯
罪
を
処
理
し
ょ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
原
因
が

14
）

あ
る
。」
む
し
ろ
、
共
謀
共
同
正
犯
肯
定

説
は
、「
実
務
上
さ
ら
に
は
学
説
上
で
す
ら
定
着
し
た
感
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
も
つ
理
論
的
な
未
熟
さ
は
否
定
し
う
べ
く

も
な
く
、
し
た
が
っ
て
消
極
的
に
解
す
る
の
が

15
）

妥
当
」
で
あ
り
、
ま
た
、「
集
団
的
犯
罪
は
、
右
の
よ
う
な
共
犯
規
定
で
は
ま
か
な
い

き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
し
て
、
共
同
正
犯
・
教
唆
犯
・
幇
助
犯
と
い
っ
た
共
犯
形
式
と
は
別
個
に
、
集
団
的
犯

罪
の
実
態
に
即
し
て
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
規
制
す
る
こ
と
が
の
ぞ
ま

16
）

し
い
。」

⑤

背
後
の
大
物
処
罰

判
例
が
、
共
謀
共
同
正
犯
説
を
維
持
し
て
い
る
実
質
的
な
理
由
は
、
集
団
的
犯
罪
に
お
い
て
は
、
そ

の
犯
罪
の
中
心
的
人
物
と
も
い
う
べ
き
大
物
は
、
背
後
に
か
く
れ
、
実
際
に
犯
罪
を
実
行
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
小
物
で
あ
る
ば
あ
い
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が
多
い
が
、
こ
の
背
後
に
あ
る
大
物
を
正
犯
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
は
、
法
の
理
念
に
か
な
う
ば
か
り
で
な
く
、
国
民
の
常
識
に
も
合

致
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

17
）

ろ
う
。」
も
と
よ
り
、「
背
後
に
位
置
す
る
大
物
を
な
ん
と
か
処
罰
し
よ
う
と
す
る
動
機
は
了

解
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
共
同
意
思
主
体
説
で
基
礎
づ
け
る
の
は
適
切
で
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
占
め
る
役
割
お
よ
び
意
思
の
い
か
ん

に
よ
り
、
教
唆
犯
な
い
し
幇
助
犯
と
し
て
処
断
す
る
以
外
に
方
法
も
な
い
。
少
な
く
と
も
、
現
行
法
に
よ
る
か
ぎ
り
そ
う
で

18
）

あ
る
。」

し
か
も
、「
集
団
的
犯
罪
に
お
け
る
各
行
為
者
の
適
切
な
処
理
を
、
刑
法
六
〇
条
の
解
釈
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
こ
と
は
無
理
」
で
あ
り
、

「
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
単
な
る
共
謀
者
は
、
教
唆
犯
か
幇
助
犯
か
い
ず
れ
か
の
責
任
を
問
う
ほ
か
は

19
）

な
い
。」

⑥

刑
法
第
六
〇
条
の
解
釈

共
謀
共
同
正
犯
肯
定
説
の
立
場
か
ら
は
、「
六
〇
条
の
『
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
』
の
『
共

同
』
と
『
実
行
』
と
を
切
り
は
な
し
、
二
人
以
上
の
者
の
共
謀
に
よ
り
『
共
同
』
が
あ
り
、
共
謀
者
の
だ
れ
か
の
『
実
行
』
が
あ
れ

ば
、
共
同
正
犯
が
成
立
し
う
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
」
け
れ
ど
も
、「
こ
の
解
釈
は
、
い
か
に
も
技
巧
的
す
ぎ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

六
〇
条
の
『
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
』
は
、
二
人
以
上
の
者
が
実
行
行
為
を
共
同
に
す
る
こ
と
と
解
す
る
の
が
、
素
直

な
解
釈
で
あ

20
）

ろ
う
。」

１
）

香
川
達
夫
・
刑
法
講
義
〔
総
論
〕（
第
三
版
・
一
九
九
五
年
）
三
三
八
頁
。
ま
た
、
香
川
達
夫
「
犯
罪
共
同
説
か
事
実
共
同
説
か
」
中
義
勝
編
・
論

争
刑
法
（
一
九
七
六
年
）
一
五
〇
頁
以
下
〔
香
川
達
夫
・
刑
法
解
釈
学
の
基
本
問
題
（
一
九
八
二
年
）
一
五
四
頁
以
下
に
収
載
〕
も
参
照
。

２
）

福
田
平
・
全
訂
刑
法
総
論
（
第
五
版
・
二
〇
一
一
年
）
二
六
八
〜
二
六
九
頁
。

３
）

福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
六
九
頁
。
な
お
、
香
川
達
夫
氏
は
、「
共
同
関
与
者
間
に
は
、
相
互
に
認
識
し
た
範
囲
に
つ
い
て
の
み
共
同
正
犯
が
成
立

す
る
に
す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
り
、「
こ
う
解
す
る
の
が
主
観
的
・
部
分
的
犯
罪
共
同
説
の
主
張
」
で
あ
り
、「
ま
た
同
時
に
、
共
同
正
犯
の
成
立
要
件
の
素

直
な
適
用
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
」（
香
川
達
夫
・
刑
法
解
釈
学
の
現
代
的
課
題
（
一
九
七
九
年
）
一
四
七
頁
、
香
川
達
夫
・
刑
法
解
釈
学
の
諸
問
題

（
一
九
八
一
年
）
一
七
七
頁
）
と
も
論
述
し
て
い
る
。
香
川
氏
の
い
う
「
客
観
的
・
部
分
的
犯
罪
共
同
説
」
と
「
主
観
的
・
部
分
的
犯
罪
共
同
説
」
の
相

違
は
、
構
成
要
件
は
違
法
行
為
類
型
に
と
ど
ま
る
か
、
違
法
行
為
類
型
で
あ
る
と
と
も
に
責
任
類
型
で
も
あ
る
と
解
す
る
か
の
違
い
に
相
違
し
て
い
る
と
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考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
福
田
平
・
注
２
文
献
・
六
九
〜
七
〇
頁
、
香
川
達
夫
・
注
１
文
献
（
中
義
勝
編
・
論
争
刑
法
）
一
五
九
頁
以
下

〔
香
川
達
夫
・
刑
法
解
釈
学
の
基
本
問
題
・
一
六
五
頁
以
下
〕、
香
川
達
夫
・
注
１
文
献
（
刑
法
講
義
〔
総
論
〕）
九
一
頁
を
参
照
。

４
）

福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
五
二
頁
。

５
）

福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
六
一
頁
。

６
）

福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
五
三
頁
注
五
。

７
）

福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
七
八
頁
。

８
）

福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
六
九
頁
。

９
）

福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
七
一
〜
二
七
二
頁
。

10
）

福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
七
六
頁
。
ま
た
、
香
川
達
夫
・
注
１
文
献
（
刑
法
講
義
〔
総
論
〕）
三
七
三
頁
も
参
照
。

11
）

福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
七
八
頁
参
照
。

12
）

福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
七
八
頁
。
こ
の
説
の
論
者
が
共
同
意
思
主
体
説
に
加
え
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
七
七
頁
、
福
田

平
・
刑
法
解
釈
学
の
基
本
問
題
（
一
九
七
五
年
）
一
二
九
頁
〔
こ
の
該
当
頁
の
論
文
「
現
代
刑
法
に
お
け
る
責
任
主
義
と
集
団
的
犯
罪
行
動
」
の
初
出

は
、
福
田
平
「
現
代
刑
法
に
お
け
る
責
任
主
義
と
集
団
的
犯
罪
行
動
」
岩
波
講
座
現
代
法
第
一
一
巻
・
現
代
法
と
刑
罰
（
一
九
六
五
年
）
一
七
〇
頁
以
下

で
あ
る
。〕、
香
川
達
夫
・
注
１
文
献
（
刑
法
講
義
〔
総
論
〕）
三
七
五
〜
三
七
六
頁
、
重
要
な
役
割
論
に
加
え
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
福
田
平
・
前
掲
刑

法
解
釈
学
の
基
本
問
題
・
一
三
〇
頁
、
間
接
正
犯
類
似
説
に
加
え
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
七
七
〜
二
七
八
頁
、
福
田
平
・
前
掲

刑
法
解
釈
学
の
基
本
問
題
・
一
三
〇
頁
、
香
川
達
夫
・
注
１
文
献
（
刑
法
講
義
〔
総
論
〕）
三
七
九
〜
三
八
〇
頁
参
照
。

13
）

福
田
平
・
注
12
文
献
・
一
三
〇
頁
。

14
）

福
田
平
・
注
12
文
献
・
一
三
一
〜
一
三
二
頁
。

15
）

香
川
達
夫
・
注
１
文
献
（
刑
法
講
義
〔
総
論
〕）
三
八
一
頁
注
53
。

16
）

福
田
平
・
注
12
文
献
・
一
三
二
頁
。
な
お
、
福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
七
八
頁
も
参
照
。

17
）

福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
七
八
頁
。

18
）

香
川
達
夫
・
注
１
文
献
（
刑
法
講
義
〔
総
論
〕）
三
七
六
頁
。

19
）

福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
七
八
〜
二
七
九
頁
。
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20
）

福
田
平
・
注
２
文
献
・
二
八
一
頁
注
九
。

Ｂ

行
為
共
同
説
か
ら
の
形
式
的
実
行
行
為
説

行
為
共
同
説
（
事
実
共
同
説
）
か
ら
の
形
式
的
実
行
行
為
説
の
論
者
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
中
義
勝
氏
の
論
述
を
軸
に
し
、
併
せ
て

植
田
重
正
氏
、
佐
伯
千

氏
、
中
山
研
一
氏
、
斎
藤
豊
治
氏
、
浅
田
和
茂
氏
、
山
中
敬
一
氏
の
論
述
を
一
人
称
の
形
で
紹
介
し
て
い
き

た
い
。

①

構
成
要
件
的
行
為
共
同
説

共
犯
の
共
犯
性
は
多
数
人
間
で
共
通
一
個
の
犯
罪
に
対
す
る
加
功
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
者
に
共
通
す
る
行
為
に
対
す
る
加
功
に
よ
っ
て
な
り
た
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
事
実
共
同
説
の
見
解
が
一
層
す

ぐ

１
）

れ
て
」
お
り
、「
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
結
果
に
因
果
関
係
を
有
す
る
行
為
が
共
同
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
で
十
分
」
で
あ
り
、

「『
罪
名
』
の
一
致
は
不
要
で

２
）

あ
る
」。
し
か
も
、「
現
代
の
行
為
共
同
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
与
者
か
ら
み
て
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
を
共
同

に
す
る
こ
と
が
共
犯
の
本
質
で
あ
る
と
み
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
関
与
者
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
違
法
な
構
成
要
件
該
当
行
為
を
共
同

す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
何
ら
前
構
成
要
件
的
・
自
然
的
な
行
為
を
共
同
す
る
も
の
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、「
行
為
共
同
説
も
、
構
成
要
件
理
論
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
狭
義
の
共
犯
自
体
は

も
ち
ろ
ん
、
違
法
で
共
犯
構
成
要
件
該
当
の
行
為
で
あ
る
こ
と
は
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
、
す
べ
て

の
加
担
者
に
構
成
要
件
該
当
行
為
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
典
学
派
で
あ
り
な
が
ら
行
為
共
同
説
を
採
用
す
る
学

説
…
…
に
、
理
論
的
一
貫
性
が
な
い
…
…
わ
け
で
は

３
）

な
い
。」
そ
し
て
、
行
為
共
同
説
は
処
罰
根
拠
論
に
お
け
る
因
果
共
犯
論
（
惹
起

説
）
に
対
応
し
て
お
り
、「
個
々
の
共
同
者
の
因
果
的
寄
与
が
、
他
の
共
同
者
の
寄
与
を
自
己
の
も
の
に
取
り
込
ん
で
行
わ
れ
た
こ
と

が
、
共
同
正
犯
と
し
て
、
実
現
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
根
拠
で

４
）

あ
る
」
の
で
あ
る
。
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②

共
同
正
犯
の
正
犯
性

刑
法
は
、
正
犯
と
は
犯
罪
を
実
行
し
た
者
を
い
う
と
解
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、「
実
行
行
為
と
は

構
成
要
件
該
当
行
為
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
正
犯
と
は
、
構
成
要
件
該
当
行
為
を
行
う
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
」、「
わ
が
国
の

刑
法
は
、
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
者
を
正
犯
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
限
縮
的
正
犯
概
念
に
依
拠
す
る
も
の
で

５
）

あ
る
。」
す
な
わ
ち
、「
間
接
正
犯
で
あ
る
と
共
謀
共
同
正
犯
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
お
よ
そ
正
犯
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
行
為
に

直
接
・
単
独
正
犯
と
同
一
の
実
体
的
構
造
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
現
象
形
態
に
は
差
異
が
あ
っ
て
支
障
な
く
、
ま
た
差

異
の
存
す
る
こ
と
を
禁
じ
え
な
い
が
、
基
本
た
る
実
体
的
構
造
を
欠
く
と
き
は
も
は
や
『
正
犯
』
は
存
し
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
実

体
的
構
造
こ
そ
実
行
行
為
を
措
い
て
他
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

６
）

な
い
。」

他
方
、「
共
同
正
犯
は
ひ
と
し
く
正
犯
と
し
て
の
法
的
性
質
を
も
ち
つ
つ
、
た
だ
そ
の
現
象
形
態
と
い
う
点
で
の
み
他
の
正
犯
と
異

な
り
、
こ
の
点
で
は
む
し
ろ
狭
義
の
共
犯
と
と
も
に
共
同
犯
行
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
こ
の
共
同
犯
行
中
共
同
実

行
と
い
う
点
に
よ
っ
て
そ
の
正
犯
性
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る

７
）

も
の
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
共
同
正
犯
者
が
他
人
の
行
為
に
対
し

て
も
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
は
、
共
同
正
犯
が
共
犯
の
一
種
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
（
共
同
正
犯
の
共
犯
性
）。」
し
か

も
、「
共
同
正
犯
は
、
各
人
が
実
行
行
為
の
一
部
を
分
担
し
、
関
与
者
全
体
で
実
行
行
為
の
全
部
を
行
う
と
い
う
点
で
、
正
犯
の
一
種

で
も
あ
る
（
共
同
正
犯
の
正
犯
性
）。」
そ
の
意
味
で
、
共
同
正
犯
は
、「
正
犯
と
し
て
の
側
面
（
正
犯
性
）
と
共
犯
と
し
て
の
側
面

（
共
犯
性
）」
を
併
せ
も
っ
て
い
る
の
で

８
）

あ
る
。

③

一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理

共
同
者
各
人
の
行
為
は
、
各
自
が
み
ず
か
ら
実
行
し
て
部
分
行
為
の
み
に
つ
く
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
く
、
ま
ず
合
意
に
お
い
て
相
互
の
意
思
を
強
化
・
促
進
し
、
各
人
が
分
担
行
為
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
に
所
期
の

結
果
達
成
に
つ
い
て
物
理
的
に
補
充
し
あ
う
寄
与
を
果
す
と
と
も
に
、
こ
れ
を
通
じ
て
こ
こ
で
も
相
互
に
心
理
的
に
強
化
し
あ
う
と
い

っ
た
寄
与
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
他
者
の
行
為
は
自
己
の
行
為
と
無
関
係
で
な
い
の
み
か
、
い
わ
ば
自
己
の
行
為
の
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延
長
で
あ
る
。
各
人
は
『
部
分
行
為
』
を
果
す
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
全
部
責
任
』
を
負
わ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま

さ
し
く
そ
の
『
全
部
行
為
』
に
つ
い
て
『
全
部
責
任
』
を
帰
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ

９
）

な
い
。」
す
な
わ
ち
、
一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
の

根
拠
は
、「
共
謀
に
よ
る
心
理
的
関
与
に
求
め
る
必
要
は
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、「
部
分
的
実
行
行
為
が
具
備
す
る
相
互
的
補
充
機
能
と

心
理
的
促
進
機
能
」
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
、「
共
同
正
犯
の
要
素
は
、
一
人
で
は
持
ち
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
材
木
を
二
人
の
協

力
に
よ
っ
て
物
理
的
に
力
を
相
互
に
補
充
し
、
一
人
で
は
通
れ
な
い
夜
道
を
同
伴
者
の
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
理
的
に
強
化
さ
れ
て
通

る
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、『
部
分
行
為
の
全
体
責
任
』
の
法
理
を
共
謀
に
よ
る
心
理
的
関
与
に
求
め
な
け
れ
ば
説
明

が
つ
か
な
い
と
す
る
理
由
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
よ
り
本
質
的
に
は
部
分
的
実
行
が
そ
な
え
る
物
理
的
・
心
理
的
な
補
充
機
能
に
こ

そ
、
そ
の
根
拠
が
存
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
す
。
そ
し
て
、
共
謀
に
よ
る
心
理
的
関
与
は
、
せ
い
ぜ
い
心
理
的
幇
助
、
と
き
に
は
教

唆
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
思
い

10
）

ま
す
。」
こ
の
点
を
よ
り
詳
細
に
述
べ
る
な
ら
、
ま
ず
、「
共
同
犯
行
の
合
意
は
、
共
同
者
各
自

を
し
て
容
易
に
自
己
の
部
分
行
為
へ
と
ふ
み
き
ら
し
め
る
た
め
の
心
理
的
・
現
実
的
な
機
能
を
果
す
も
の
」
で
あ
る
し
、
次
に
、「
共

同
者
の
一
人
が
右
の
合
意
に
も
と
づ
い
て
現
実
に
部
分
行
為
に
移
れ
ば
、
他
の
者
も
右
の
合
意
を
想
っ
て
自
己
の
分
担
行
為
を
開
始
す

べ
く
促
進
せ
ら
れ
、
ゆ
る
や
か
な
意
味
で
の
心
理
的
強
制
を
こ
う
む
る
こ
と
を
常
と
す
る
」
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も
、「
共
同
者
各

自
が
他
の
仲
間
の
行
為
を
ひ
き
お
こ
す
も
の
だ
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
共
同
者
各
自
が
た
が
い
に
呼
応
し

て
現
実
に
果
す
部
分
行
為
が
物
理
的
に
相
補
す
る
関
係
に
た
つ
こ
と
は
も
と
よ
り
、
心
理
的
に
も
相
互
助
勢
的
関
係
を
も
つ
に
い
た
る

で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。」
か
く
し
て
、「
共
同
者
各
自
は
相
互
に
他
の
仲
間
の
部
分
行
為
に
対
し
て
促
進
・
助
勢
的
関
係

に
た
ち
、
こ
れ
を
も
自
己
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
る
べ
く
充
分
な
現
実
的
構
造
を
そ
な
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な

11
）

ら
ぬ
。」

結
局
、
一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
も
、「
自
分
の
惹
き
起
こ
し
た
結
果
に
対
し
自
分
が
責
任
を
も
つ
ま
で
の
こ
と
で
、
他
の
犯
行

形
式
に
お
け
る
責
任
の
法
理
と
す
こ
し
も
異
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
し
か
も
結
果
を
各
自
の
行
為
と
し
て
こ
れ
に
客
観
的
に
帰
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属
さ
せ
る
と
い
っ
て
も
、
と
く
に
こ
れ
を
共
同
『
正
犯
』
と
し
て
帰
属
さ
せ
る
理
由
は
、
各
自
が
相
互
に
実
行
行
為
を
通
じ
あ
っ
て
、

つ
ま
り
実
行
的
な
因
果
関
係
を
共
同
に
す
る
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
結
果
を
実
現
し
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
が
教
唆
お
よ
び
幇
助

犯
と
異
な
る
と
こ
ろ

12
）

で
す
。」
そ
の
意
味
で
、「
各
人
は
『
部
分
行
為
』
を
果
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
全
体
責
任
』
を
負
わ
せ
ら
れ
る

わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
『
全
部
行
為
』
に
つ
い
て
『
全
体
責
任
』
を
帰
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
ま

13
）

せ
ん
。」

④

実
行
行
為
の
分
担

共
同
正
犯
は
、
い
わ
ば
自
己
の
行
為
に
よ
る
部
分
的
実
行
（
正
犯
）
と
他
の
共
同
者
の
行
為
へ
の
教

唆
ま
た
は
幇
助
と
の
有
機
的
な
結
合
物
と
し
て
観
念
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
が
、
し
か
し
「
そ
れ
だ
け
で
は
な
お
、
な
ぜ
全
体
と
し
て

『
正
犯
』
と
さ
れ
る
の
か
と
い
う
理
由
づ
け
に
と
っ
て
完
全
に
十
分
だ
と
は
い
え
」
な
い
の
で
、「
そ
こ
に
単
独
犯
原
理
を
こ
え
る
部
分

が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
こ
れ
を
集
団
犯
原
理
の
『
芽
』
と
し
て
捉
え
て
こ
れ
を
拡
大
し
、
集
団
犯

へ
の
傾
斜
に
お
い
て
共
謀
共
同
正
犯
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
危
険
な
飛
躍
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」。
む
し
ろ
、「
上
の
よ
う
な
構
造

を
も
つ
共
同
正
犯
が
皆
『
正
犯
』
だ
と
さ
れ
る
の
は
、
各
自
が
部
分
的
に
も
『
実
行
行
為
』
を
分
担
し
て
い
る
か
ら
」
で
あ
っ
て
、

「『
実
行
行
為
』
の
分
担
と
い
う
古
典
的
な
正
犯
特
徴
を
は
ず
し
て
し
ま
う
と
、
正
犯
と
共
犯
の
古
典
的
な
概
念
的
区
別
も
失
わ
れ
ざ
る

を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

14
）

あ
る
。」
す
な
わ
ち
、「
謀
議
に
関
与
し
た
だ
け
で
み
ず
か
ら
実
行
を
担
当
し
な
か
っ
た
者
は
、
直
接

実
行
を
担
当
し
た
者
（
正
犯
）
の
教
唆
犯
も
し
く
は
従
犯
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
教
唆
犯
・
従
犯
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
た
と
え

ば
、
謀
議
の
結
果
、
実
行
担
当
者
と
決
め
ら
れ
た
者
が
、
結
局
実
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
謀
議
関
与
者
も
処
罰
せ
ら
れ

る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。」「
か
よ
う
に
解
し
な
い
か
ぎ
り
、
現
行
刑
法
が
峻
別
し
て
い
る
共
同
正
犯
と
教
唆
犯
・
従
犯
と
の
概
念
的

限
界
は
画
し
え
な
く
な
る
で
あ

15
）

ろ
う
。」

⑤

共
謀
共
同
正
犯
肯
定
説
へ
の
疑
問

Ａ
・
Ｂ
共
同
の
強
盗
行
為
に
つ
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
上
の
強
盗
を
Ａ
・
Ｂ
二
人

の
実
行
行
為
と
解
す
る
点
で
共
同
意
思
主
体
説
と
異
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
強
盗
行
為
の
主
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体
を
Ａ
・
Ｂ
両
者
を
超
越
し
た
『
超
個
人
的
な
存
在
』
に
求
め
る
こ
と
に
賛
成
し
え
な
い
と
す
る
ま
で
の
こ
と
で
す
」
し
、
ま
た
、
共

同
意
思
主
体
説
の
よ
う
に
、
強
盗
の
実
行
主
体
は
「
Ａ
だ
け
で
も
Ｂ
だ
け
で
も
な
く
、
Ａ
・
Ｂ
の
算
数
的
総
和
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
を

超
越
す
る
『
自
然
人
の
概
念
を
越
え
た
』
人
格
」
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
責
任
は
こ
の
超
個
別
人
格
に
帰
せ
ら
れ
る
の
が
概
念
的
に

必
然
の
こ
と
で
あ
り
、
Ａ
・
Ｂ
各
自
の
実
行
結
果
で
も
な
い
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
Ａ
・
Ｂ
が
そ
れ
ぞ
れ
全
責
任
を
負
う
と
す
る
の
は
背

理
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

16
）

せ
ん
。」

他
方
、
間
接
正
犯
的
構
造
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、「
共
同
者
各
人
が
き
わ
め
て
緊
密
な
相
互
拘
束
関
係
に
た
ち
、
そ
の
程
度
は
ひ
た

す
ら
に
各
自
の
分
担
行
為
を
履
行
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
繫
縛
さ
れ
、
偶
然
的
事
情
の
介
入
が
な
け
れ
ば
隊
列
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が

な
い
と
い
っ
た
拘
束
性
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
が
、
こ
の
よ
う
な
「
緊
密
な
相
互
拘
束
関
係
、
他
の
仲
間
の
行
為
を
必
然

的
に
誘
発
し
、
そ
の
行
為
を
か
ね
て
の
合
意
に
よ
っ
て
割
当
て
ら
れ
て
い
る
内
容
ど
お
り
に
遂
行
す
べ
く
支
配
す
る
関
係
、
は
現
実
に

は
存
在
し
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、「
共
同
正
犯
者
各
自
は
相
互
に
他
に
対
し
て
拘
束
せ
ら
れ
、
他
人
を
し
て
そ
の
分
担
行
為
へ
と
促
進

す
る
関
係
に
た
つ
と
は
い
え
、
こ
の
他
人
の
行
為
を
あ
た
か
も
自
分
自
身
で
な
し
た
場
合
と
同
視
で
き
る
ほ
ど
自
由
に
支
配
し
う
る
も

の
で
な
く
、
相
互
に
他
の
仲
間
を
自
己
の
道
具
、
手
足
の
延
長
と
し
て
利
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。」
し
た
が
っ
て
、「
独
自
に
答
責

性
あ
る
他
人
を
支
配
し
て
す
る
間
接
正
犯
」
と
い
っ
た
も
の
は
成
立
不
可
能
な
の
で

17
）

あ
る
。

⑥

刑
法
第
六
〇
条
の
解
釈

刑
法
六
〇
条
の
文
理
解
釈
で
あ
る
が
、
現
行
法
制
定
後
の
草
案
の
動
き
、
と
く
に
準
備
草
案
以

降
の
共
謀
共
同
正
犯
規
定
の
提
案
の
必
要
性
な
ど
を
考
え
る
と
、
現
行
法
の
規
定
を
共
同
者
の
う
ち
一
人
が
実
行
す
れ
ば
よ
い
と
解
釈

す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
は
な
い
と
し
て
も
、
か
な
り
無
理
な
解
釈
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ

18
）

れ
る
。」
そ
れ
は
、「『
共

同
』
と
『
実
行
』
を
二
段
に
わ
た
る
行
為
と
し
て
読
む
こ
と
が
ま
ず
な
に
よ
り
も
不
自
然
な
解
釈
で
あ
る
」
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の

で

19
）

あ
る
。
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１
）

中
義
勝
・
講
述
犯
罪
総
論
（
一
九
八
〇
年
）
二
二
四
頁
。
な
お
、
中
義
勝
氏
の
共
謀
共
同
正
犯
論
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
豊
治
「
中
教
授
の
共
謀
共
同

正
犯
論
」
中
義
勝
先
生
古
稀
祝
賀
・
刑
法
理
論
の
探
究
（
一
九
九
二
年
）
三
四
五
頁
以
下
参
照
。

２
）

浅
田
和
茂
・
刑
法
総
論
（
補
正
版
・
二
〇
〇
七
年
）
四
〇
八
頁
。
ま
た
、
植
田
重
正
・
刑
法
要
説
総
論
（
全
訂
版
・
一
九
六
四
年
）
一
五
六
頁
、
吉

川
経
夫
・
改
訂
刑
法
総
論
（
一
九
七
二
年
）
二
五
〇
頁
、
佐
伯
千

・
刑
法
講
義
（
総
論
）（
三
訂
版
・
一
九
七
七
年
）
三
五
一
頁
、
内
田
文
昭
・
刑
法

Ⅰ
（
総
論
）（
改
訂
補
正
版
・
一
九
九
七
年
）
二
八
六
頁
、
山
中
敬
一
・
刑
法
総
論
（
第
二
版
・
二
〇
〇
八
年
）
七
九
五
頁
、
八
三
〇
頁
、
中
山
研
一
・

新
版
概
説
刑
法
Ⅰ
（
二
〇
一
一
年
）
二
一
三
頁
も
参
照
。

３
）

山
中
敬
一
・
注
２
文
献
・
七
九
五
頁
。
ま
た
、
植
田
重
正
・
注
２
文
献
・
一
六
九
頁
、
中
義
勝
・
注
１
文
献
・
二
三
八
頁
も
参
照
。

４
）

山
中
敬
一
・
注
２
文
献
・
八
三
〇
頁
。
ま
た
、
浅
田
和
茂
・
注
２
文
献
・
四
〇
八
〜
四
〇
九
頁
も
参
照
。

５
）

山
中
敬
一
・
注
２
文
献
・
七
八
七
頁
、
七
八
八
〜
七
八
九
頁
参
照
。
ま
た
、
浅
田
和
茂
ほ
か
・
刑
法
総
論
（
改
訂
版
・
一
九
九
七
年
）
二
八
八
頁

〔
斉
藤
豊
治
〕
も
参
照
。

６
）

中
義
勝
・
間
接
正
犯
（
一
九
六
三
年
）
一
九
二
頁
〔
こ
の
該
当
頁
の
論
文
「
共
謀
共
同
正
犯
と
間
接
正
犯
論
」
の
初
出
は
、
中
義
勝
「
共
謀
共
同
正

犯

改
正
刑
法
準
備
草
案
二
六
条
二
項
に
ち
な
ん
で

」
関
西
大
学
・
綜
合
法
学
五
巻
九
号
（
一
九
六
二
年
）
五
三
頁
以
下
で
あ
る
。〕。
ま
た
、
植

田
重
正
・
注
２
文
献
・
一
七
一
頁
、
吉
川
経
夫
・
注
２
文
献
・
二
四
八
頁
、
佐
伯
千

・
注
２
文
献
・
三
四
七
頁
、
内
田
文
昭
・
注
２
文
献
・
二
九
七

頁
、
浅
田
和
茂
ほ
か
・
注
５
文
献
・
二
九
七
頁
〔
斉
藤
豊
治
〕、
山
中
敬
一
・
注
２
文
献
・
八
二
八
頁
も
参
照
。

７
）

中
義
勝
「
共
同
正
犯
の
正
犯
性
」
齊
藤
金
作
博
士
還
暦
祝
賀
・
現
代
の
共
犯
理
論
（
一
九
六
四
年
）
一
六
五
〜
一
六
六
頁
。

８
）

浅
田
和
茂
・
注
２
文
献
・
四
一
三
頁
参
照
。
ま
た
、
浅
田
和
茂
ほ
か
・
注
５
文
献
・
二
八
七
頁
〔
斉
藤
豊
治
〕、
中
山
研
一
・
注
２
文
献
・
二
一
八

頁
も
参
照
。

９
）

中
義
勝
「
刑
法
改
正
問
題
の
論
点
・
共
謀
共
同
正
犯
」
法
律
時
報
三
七
巻
一
号
（
一
九
六
五
年
）
一
三
頁
。

10
）

中
義
勝
・
注
１
文
献
・
二
五
三
頁
。
な
お
、
中
義
勝
・
刑
法
総
論
（
一
九
七
一
年
）
二
四
二
頁
も
参
照
。

11
）

中
義
勝
・
注
７
文
献
・
一
八
二
〜
一
八
三
頁
。

12
）

中
義
勝
・
注
１
文
献
・
二
四
〇
頁
。

13
）

中
義
勝
・
注
１
文
献
・
二
五
一
頁
。
ま
た
、
植
田
重
正
・
注
２
文
献
・
一
七
一
頁
、
吉
川
経
夫
・
注
２
文
献
・
二
五
二
頁
、
佐
伯
千

・
注
２
文

献
・
三
四
七
頁
、
内
田
文
昭
・
注
２
文
献
・
二
九
七
頁
、
浅
田
和
茂
ほ
か
・
注
５
文
献
・
二
九
〇
頁
〔
斉
藤
豊
治
〕、
山
中
敬
一
・
注
２
文
献
・
八
三
七
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頁
も
参
照
。

14
）

中
山
研
一
「
共
謀
共
同
正
犯
」
中
山
研
一
ほ
か
編
・
現
代
刑
法
講
座
第
三
巻
（
一
九
七
九
年
）
二
〇
七
〜
二
〇
九
頁
、
二
一
一
頁
注
11
参
照
。
ま

た
、
浅
田
和
茂
・
注
２
文
献
・
四
一
九
頁
も
参
照
。

15
）

佐
伯
千

・
注
２
文
献
・
三
五
一
頁
。
ま
た
、
植
田
重
正
・
注
２
文
献
・
一
七
一
頁
、
吉
川
経
夫
・
注
２
文
献
・
二
五
五
頁
、
内
田
文
昭
・
注
２
文

献
・
二
九
九
頁
、
浅
田
和
茂
ほ
か
・
注
５
文
献
・
二
八
八
〜
二
八
九
頁
〔
斉
藤
豊
治
〕、
中
山
研
一
・
注
２
文
献
・
二
二
四
頁
も
参
照
。

16
）

中
義
勝
・
注
１
文
献
・
二
五
一
〜
二
五
二
頁
。
こ
の
説
の
論
者
が
共
同
意
思
主
体
説
に
加
え
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
中
義
勝
・
注
１
文
献
・
二
五
〇

頁
以
下
、
中
義
勝
・
注
９
文
献
・
一
二
頁
以
下
、
中
義
勝
・
注
６
文
献
・
一
八
九
頁
以
下
、
吉
川
経
夫
・
注
２
文
献
・
二
五
三
頁
、
佐
伯
千

・
注
２
文

献
・
三
五
一
頁
、
山
中
敬
一
・
注
２
文
献
・
八
七
一
頁
以
下
、
浅
田
和
茂
・
注
２
文
献
・
四
一
七
頁
、
中
山
研
一
ほ
か
・
レ
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
刑
法
１
（
一
九

九
七
年
）
七
五
頁
以
下
〔
浅
田
和
茂
〕、
松
宮
孝
明
・
刑
法
総
論
講
義
（
第
四
版
・
二
〇
〇
九
年
）
二
七
四
頁
以
下
、
間
接
正
犯
類
似
説
に
加
え
る
批
判

に
つ
い
て
は
、
中
義
勝
・
注
１
文
献
・
二
五
四
頁
、
中
義
勝
・
注
９
文
献
・
一
五
頁
、
山
中
敬
一
・
注
２
文
献
・
八
七
二
頁
以
下
、
浅
田
和
茂
・
注
２
文

献
・
四
一
七
頁
、
中
山
研
一
ほ
か
・
前
掲
レ
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
刑
法
１
・
七
七
頁
以
下
〔
浅
田
和
茂
〕、
松
宮
孝
明
・
前
掲
刑
法
総
論
講
義
・
二
七
五
頁
、
行

為
支
配
説
（
団
藤
説
・
優
越
支
配
共
同
正
犯
説
）
に
加
え
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
山
中
敬
一
・
注
２
文
献
・
八
七
三
頁
以
下
、
浅
田
和
茂
・
注
２
文
献
・

四
一
七
頁
、
中
山
研
一
ほ
か
・
前
掲
レ
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
刑
法
１
・
七
七
頁
以
下
〔
浅
田
和
茂
〕、「
実
質
的
正
犯
論
」・「
重
要
な
役
割
説
（
包
括
的
正
犯
説
）」

（
平
野
説
・
西
田
説
・
前
田
説
）
に
加
え
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
山
中
敬
一
・
注
２
文
献
・
八
七
五
頁
以
下
、
浅
田
和
茂
・
注
２
文
献
・
四
一
八
頁
、
中

山
研
一
ほ
か
・
前
掲
レ
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
刑
法
１
・
七
九
頁
以
下
〔
浅
田
和
茂
〕
を
参
照
。
ま
た
、
村
井
敏
邦
「
共
謀
共
同
正
犯
」
刑
法
雑
誌
三
一
巻
三
号

（
一
九
九
一
年
）
三
四
〇
頁
以
下
、
浅
田
和
茂
ほ
か
・
注
５
文
献
・
二
九
七
頁
以
下
〔
斉
藤
豊
治
〕
も
参
照
。

17
）

中
義
勝
・
注
７
文
献
・
一
八
四
頁
。
ま
た
、
中
義
勝
・
注
１
文
献
・
二
五
〇
頁
以
下
、
中
義
勝
・
注
６
文
献
・
一
九
〇
〜
一
九
一
頁
、
中
義
勝
・
注

９
文
献
・
一
五
頁
、
山
中
敬
一
・
注
２
文
献
・
八
七
三
頁
も
参
照
。

18
）

中
山
研
一
・
注
14
文
献
・
二
〇
五
頁
。

19
）

中
義
勝
・
注
１
文
献
・
二
五
三
頁
参
照
。
ま
た
、
植
田
重
正
・
注
２
文
献
・
一
六
九
頁
、
吉
川
経
夫
・
注
２
文
献
・
二
五
四
頁
、
佐
伯
千

・
注
２

文
献
・
三
五
一
頁
、
内
田
文
昭
・
注
２
文
献
・
二
九
八
頁
、
山
中
敬
一
・
注
２
文
献
・
八
七
七
頁
も
参
照
。
な
お
、
共
謀
共
同
正
犯
肯
定
論
に
対
す
る
包

括
的
な
批
判
を
展
開
す
る
も
の
と
し
て
、
米
田
𣳾
邦
・
犯
罪
と
可
罰
的
評
価
（
一
九
八
三
年
）
一
九
四
頁
以
下
〔
こ
の
該
当
頁
の
論
文
「
共
謀
共
同
正
犯

論
と
可
罰
的
評
価
」
の
初
出
は
、
米
田
𣳾
邦
「
共
謀
共
同
正
犯

否
定
説
の
立
場
か
ら

」
中
義
勝
編
・
論
争
刑
法
（
一
九
七
六
年
）
二
三
八
頁
以
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下
で
あ
る
。〕
を
参
照
。

Ｃ

共
同
意
思
主
体
説
か
ら
の
形
式
的
実
行
行
為
説

共
同
意
思
主
体
説
か
ら
の
形
式
的
実
行
行
為
説
の
論
者
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
曽
根
威
彦
氏
の
論
述
を
一
人
称
の
形
で
紹
介
し
て
い

き
た
い
。

①

共
同
意
思
主
体
説

共
犯
の
本
質
に
つ
い
て
は
、「
数
人
が
共
同
の
『
行
為
』
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
各
自
の
犯
罪
を
実
現
す

る
こ
と
に
あ
る
（
数
人
数
罪
）」
と
解
す
る
行
為
共
同
説
（
事
実
共
同
説
）、「
特
定
の
『
犯
罪
』
を
数
人
で
行
う
場
合
が
共
犯
で
あ
る

（
数
人
一
罪
）」
と
解
す
る
犯
罪
共
同
説
の
ほ
か
に
、「
共
犯
を
特
殊
な
社
会
心
理
的
な
現
象
で
あ
る
共
同
意
思
主
体
の
活
動
で
あ
る

（
一
主
体
一
罪
）」
と
み
る
共
同
意
思
主
体
説
が
あ
り
、
こ
の
見
解
は
、「
意
思
の
結
合
に
重
点
を
お
き
、
一
定
の
犯
罪
を
実
現
し
よ
う

と
い
う
共
同
目
的
の
下
に
合
一
す
る
と
こ
ろ
に
、
独
自
の
扱
い
を
必
要
と
す
る
共
犯
の
本
質
が
認
め
ら
れ
る
」
と
し
、
共
犯
が
、
教
唆

犯
・
従
犯
の
場
合
に
「
自
ら
は
実
行
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
処
罰
の
対
象
」
と
な
り
、
共
同
正
犯
の
場
合
に
「
犯

罪
の
一
部
し
か
行
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
体
に
つ
い
て
責
任
を
問
わ
れ
る
」
こ
と
を
説
明
す
る
う
え
で
は
、
も
っ
と
も
適
切

な
見
解
で

１
）

あ
る
。
し
か
も
、「
共
同
意
思
主
体
説
は
、
共
同
正
犯
の
み
な
ら
ず
、
教
唆
犯
、
従
犯
に
も
妥
当
す
る
共
犯
学
説
」
で
あ
り
、

「
教
唆
犯
・
従
犯
を
含
む
広
義
の
共
犯
の
本
質
（
共
犯
の
共
犯
性
）
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
理
論
で
あ
っ
て
、
共
同
正
犯
固
有
の
問

題
（
例
え
ば
、
共
謀
共
同
正
犯
）
を
扱
う
も
の
で
は
」
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
共
同
正
犯
に
関
し
て
い
え
ば
、
実
行
行
為
を
一
部
し
か

分
担
し
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
も
成
立
し
た
犯
罪
全
体
に
つ
い
て
刑
責
を
問
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
と
い
う
限
度
で
そ
の
意
義
を
認

め
る
べ
き
」
で
、
し
た
が
っ
て
「
共
同
意
思
主
体
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
犯
罪
の
実
行
に
着
手
す
れ
ば
直
ち
に
全
体
に
つ

い
て
常
に
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
も
の
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
要

２
）

す
る
」。
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②

共
同
正
犯
の
正
犯
性

共
同
正
犯
は
、「『
犯
罪
の
実
行
』
が
要
求
さ
れ
る
点
で
は
正
犯
（
広
義
）
で
あ
る
」
が
、「
各
自
が

実
行
行
為
の
す
べ
て
を
行
う
必
要
が
な
く
、
二
人
以
上
の
者
が
意
思
疎
通
の
う
え
犯
罪
の
一
部
で
も
実
行
す
れ
ば
、
そ
の
全
体
に
つ
い

て
責
任
を
問
わ
れ
る
（
一
部
行
為
〔
実
行
〕
の
全
部
責
任
）
と
い
う
点
で
は
共
犯
（
広
義
）
で

３
）

あ
る
。」
す
な
わ
ち
、
共
同
正
犯
は
、

第
一
に
、
そ
の
共
犯
性
と
し
て
「
二
人
以
上
が
共
同
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「
違
法
性
の
弁
識
能
力
の
あ
る
二
人
以
上
の
者
が
各
自

共
同
犯
行
の
意
識
を
も
っ
て
一
体
と
な
る
こ
と
」
を
要
す
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
共
同
犯
行
の
認
識
」
は
、「
互
い
に
他
の
者
の
行
為

を
利
用
し
合
い
、
共
同
の
目
的
で
あ
る
事
実
を
実
現
す
る
た
め
に
一
致
協
力
す
る
こ
と
の
意
識
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点

で
、
共
同
正
犯
は
、「
共
同
犯
行
の
意
識
を
欠
く
同
時
犯
か
ら
区
別
さ

４
）

れ
る
。」
ま
た
第
二
に
、
共
同
正
犯
は
、
そ
の
正
犯
性
と
し
て
、

共
同
し
た
数
人
で
「
犯
罪
を
実
行
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
」
を
要
す
る
の
で
あ
り
、
こ

の
点
で
、「
共
同
正
犯
は
、
同
じ
く
二
人
以
上
の
者
が
意
思
疎
通
の
う
え
犯
罪
を
行
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
（
広
義
の
共
犯
）、
構

成
要
件
該
当
行
為
以
外
の
行
為
を
行
う
加
担
犯
（
狭
義
の
共
犯＝

教
唆
犯
・
従
犯
）
か
ら
区
別
さ
れ
る
」
の
で

５
）

あ
る
。

③

一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理

共
同
正
犯
に
は
、
①
共
同
者
の
す
べ
て
が
そ
れ
ぞ
れ
実
行
行
為
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
分

担
す
る
実
行
共
同
正
犯
と
、
②
共
同
者
の
う
ち
一
部
の
者
の
み
が
犯
罪
の
実
行
を
担
当
す
る
共
謀
共
同
正
犯
と
が

６
）

あ
る
。」
前
者
の

「
実
行
共
同
正
犯
の
う
ち
、
各
共
同
者
が
実
行
行
為
の
一
部
を
分
担
す
る
場
合
を
真
正
実
行
共
同
正
犯
と
い
い
、
共
同
者
の
す
べ
て
が

そ
れ
ぞ
れ
実
行
行
為
の
全
部
を
遂
行
す
る
場
合
を
不
真
正
実
行
共
同
正
犯
と
い
う
。
前
者
は
、
六
〇
条
の
規
定
を
ま
っ
て
初
め
て
行
わ

れ
た
行
為
全
体
に
つ
い
て
刑
責
を
問
わ
れ
る
が
、
後
者
の
場
合
は
、
共
同
正
犯
を
認
め
る
う
え
で
必
ず
し
も
六
〇
条
の
存
在
を
必
要
と

し

７
）

な
い
。」

④

実
行
行
為
の
分
担

共
同
意
思
主
体
説
の
立
場
に
立
っ
て
、
共
同
正
犯
を
含
む
広
義
の
正
犯
と
狭
義
の
共
犯
の
区
別
に
つ
い

て
考
え
た
場
合
、「
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
か
ど
う
か
と
い
う
実
質
的
な
基
準
に
形
式
的
な
明
確
性
を
与
え
る
た
め
に
は
、
正
犯
（
共
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同
正
犯
）
と
実
行
行
為
概
念
と
の
結
び
つ
き
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
行
行
為
を
行
っ
た
者
が
す
べ
て
重
要
な
役
割
を
演
じ

た
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
法
益
侵
害
の
直
接
性
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
実
行
行
為
を
行
わ
な
か
っ
た
者
は
、

重
要
な
役
割
を
演
じ
な
か
っ
た
者
と
し
て
こ
れ
を
正
犯
（
共
同
正
犯
）
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、「
責
任
主
義
の
一
面

で
あ
る
個
人
責
任
の
原
理
」
を
徹
底
し
、
ま
た
「
理
論
上
共
犯
（
と
く
に
従
犯
）
た
る
べ
き
者
が
実
務
上
正
犯
（
共
同
正
犯
）
と
し
て

扱
わ
れ
る
可
能
性
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
共
謀
共
同
正
犯
の
理
論
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
お
実
践
的
、
政
策
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る

と
思
わ

８
）

れ
る
。」
す
な
わ
ち
、「
実
行
行
為
概
念
が
刑
法
学
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
人
権
保
障
的
機
能
を
直
視
す
る
と
き
、
共
同
正
犯

に
お
い
て
こ
れ
を
形
式
（
実
行
共
同
正
犯
の
場
合
）・
実
質
（
共
謀
共
同
正
犯
の
場
合
）
の
両
面
か
ら
二
義
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
、

他
の
問
題
に
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
と
い
え

９
）

よ
う
」。

⑤

全
体
と
し
て
の
犯
罪
の
実
行

も
っ
と
も
、「
共
謀
共
同
正
犯
を
否
定
し
、
実
行
共
同
正
犯
の
み
を
共
同
正
犯
と
し
て
認
め

る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
い
う
『
実
行
』（
共
同
実
行
）
は
、
必
ず
し
も
単
独
正
犯
に
お
け
る
実
行
（
単
独
実
行
）
と
同
じ
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
共
同
正
犯
の
場
合
は
、
各
自
の
行
為
を
全
体
と
し
て
み
て
犯
罪
の
実
行
と
評
価
で
き
る
か
ど
う

か
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
単
独
正
犯
と
異
な
り
各
自
の
行
為
が
そ
れ
自
体
独
立
し
て
実
行
行
為
性
を
備
え
て
い
る
必
要
は
な
い
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
詐
欺
罪
の
実
行
行
為
は
、
人
を
欺
い
て
財
物
ま
た
は
財
産
上
の
利
益
を
交
付
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
Ｘ
が
欺
く
行

為
（
詐
欺
行
為
）
を
行
い
、
Ｙ
が
錯
誤
に
陥
っ
た
被
害
者
の
交
付
し
た
客
体
を
取
得
し
た
と
し
て
も
、
Ｘ
・
Ｙ
と
も
に
詐
欺
罪
の
既
遂

で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
強
盗
罪
に
お
け
る
手
段
と
し
て
の
暴
行
・
脅
迫
は
、
Ｘ
・
Ｙ
の
行
為
が
あ
い
ま
っ
て
被
害
者
の
反
抗
を
抑
圧

す
る
程
度
に
達
す
れ
ば
足
り
、
Ｘ
・
Ｙ
の
行
為
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
被
害
者
の
反
抗
を
抑
圧
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
必
要
で

10
）

な
い
。」

⑥

刑
法
第
六
〇
条
の
解
釈

刑
法
第
六
〇
条
は
、「
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
が
、
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共
謀
共
同
正
犯
「
否
認
論
は
こ
れ
を
、
構
成
要
件
の
少
な
く
と
も
一
部
を
実
現
す
る
行
為
を
も
っ
て
共
同
し
た
者
だ
け
を
共
同
正
犯
と

す
る
趣
旨
で
あ
る
、
と
解
す
る
。」
こ
れ
に
対
し
、「
是
認
論
は
、
二
人
以
上
の
者
が
共
同
し
、
そ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
犯
罪
を
実
行

し
た
と
き
は
、
共
同
者
の
各
人
は
す
べ
て
正
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
読
む
の
で
あ
る
。
日
本
語
の
通
常
の
読
み
方
と

し
て
は
、
あ
る
い
は
前
者
に
軍
配
が
あ
が
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
後
者
も
文
理
解
釈
と
し
て
ま
っ
た
く
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は

11
）

な
い
。」「
い
ず
れ
の
文
理
解
釈
を
と
る
か
は
、
結
局
、
刑
法
学
的
な
合
理
性
、
合
目
的
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に

12
）

な
る
」
の
で

あ
る
。

１
）

曽
根
威
彦
・
刑
法
総
論
（
第
四
版
・
二
〇
〇
八
年
）
二
四
六
〜
二
四
七
頁
。

２
）

曽
根
威
彦
・
注
１
文
献
・
二
四
七
頁
、
二
五
五
頁
。
し
た
が
っ
て
、
論
者
は
片
面
的
共
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
。

３
）

曽
根
威
彦
・
注
１
文
献
・
二
五
〇
頁
。

４
）

曽
根
威
彦
・
注
１
文
献
・
二
五
〇
〜
二
五
一
頁
参
照
。

５
）

曽
根
威
彦
・
注
１
文
献
・
二
五
一
頁
参
照
。

６
）

曽
根
威
彦
・
注
１
文
献
・
二
五
一
頁
。

７
）

曽
根
威
彦
・
注
１
文
献
・
二
五
二
頁
。

８
）

曽
根
威
彦
・
注
１
文
献
・
二
五
五
頁
、
曽
根
威
彦
・
刑
法
の
重
要
問
題
〔
総
論
〕（
第
二
版
・
二
〇
〇
五
年
）
三
四
四
頁
。

９
）

曽
根
威
彦
・
注
１
文
献
・
二
五
六
頁
。

10
）

曽
根
威
彦
・
注
８
文
献
・
三
四
二
頁
。

11
）

曽
根
威
彦
・
刑
法
に
お
け
る
実
行
・
危
険
・
錯
誤
（
一
九
九
一
年
）
一
六
〇
頁
参
照
。
ま
た
、
曽
根
威
彦
・
注
８
文
献
・
三
四
三
〜
三
四
四
頁
も
参

照
。

12
）

曽
根
威
彦
・
注
11
文
献
・
一
六
〇
頁
。
ま
た
、
曽
根
威
彦
・
注
８
文
献
・
三
四
四
頁
も
参
照
。
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⑶

特

徴

以
上
、
形
式
的
実
行
行
為
説
の
論
者
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
、（
部
分
的
）
犯
罪
共
同
説
か
ら
の
も
の
、（
構
成
要
件
的
）
行
為
共
同

説
か
ら
の
も
の
、
そ
し
て
共
同
意
思
主
体
説
か
ら
の
も
の
に
分
け
て
や
や
詳
細
に
紹
介
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
は
一
貫
し
て

お
り
、
き
わ
め
て
明
快
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
論
述
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
、
そ
の
主
な
特
徴
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

①

構
成
要
件
的
枠
組
み
の
重
視

共
同
正
犯
（
・
共
犯
）
は
そ
も
そ
も
何
を
共
同
す
る
の
か
と
い
う
共
犯
の
本
質
に
関
わ
る
問

題
に
つ
い
て
、
形
式
的
実
行
行
為
説
の
論
者
に
は
、（
部
分
的
）
犯
罪
共
同
説
を
前
提
と
す
る
か
、（
構
成
要
件
的
）
行
為
共
同
説
を
前

提
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
共
同
意
思
主
体
説
を
前
提
と
す
る
か
の
違
い
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
の
見
解
も
、
限
縮
的
正
犯
概
念
に

依
拠
し
、
観
念
的
形
象
と
し
て
の
構
成
要
件
、
あ
る
い
は
一
般
的
・
抽
象
的
に
危
険
な
行
為
が
類
型
化
さ
れ
た
構
成
要
件
と
い
う
記
述

的
・
類
型
的
な
意
味
に
お
け
る
構
成
要
件
に
よ
り
実
行
行
為
の
概
念
を
画
定
し
、
そ
の
実
行
行
為
概
念
を
も
っ
て
正
犯
概
念
を
規
定
し

よ
う
と
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
説
は
、「
記
述
的
・
類
型
的
に
把
握
さ
れ
た
基
本
的
構
成
要
件
」
と
い
う
枠

組
み
（
定
型
・
類
型
）
を
重
視
す
る
見
解
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、「
刑
法
上
非
認
さ
れ
る
べ
き
行

態
、
い
い
か
え
れ
ば
、
可
罰
的
行
態
を
類
型
化
し
て
、
こ
れ
を
実
体
的
に
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
成
要
件
は
、
法
的
安
定
性
を

と
人
権
の
保
障
を
確
保
す
る
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
構
成
要
件
が
、
罪
刑
法
定
主
義
を
実
質
的
に
支
え
る
も
の
で
あ

る
と
い
わ
れ
る
理
由
が
存

１
）

す
る
」
と
い
う
論
述
や
、
構
成
要
件
の
果
た
す
べ
き
罪
刑
法
定
主
義
的
機
能
、
す
な
わ
ち
「
処
罰
さ
れ
る
行

為
と
処
罰
さ
れ
な
い
行
為
を
明
確
に
限
界
づ
け
る
機
能
」
は
、「
刑
法
の
人
権
保
障
機
能
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
（
保
障
構
成
要
件
）、

構
成
要
件
が
認
識
の
比
較
的
容
易
で
確
実
な
客
観
的
要
素
…
…
お
よ
び
記
述
的
要
素
…
…
か
ら
形
成
さ
れ
る
と
き
、
も
っ
と
も
よ
く
そ

の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に

２
）

な
る
」
と
い
う
論
述
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
説
の
論
者
は
、
少
な
く
と
も
記
述
的
・
類
型
的
な
構
成
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要
件
と
い
う
枠
組
み
（
定
型
）
を
堅
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
刑
法
定
主
義
的
機
能
な
い
し
人
権
保
障
機
能
を
担
保
し
よ
う
と
す
る
志

向
が
強
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②

共
同
正
犯
の
正
犯
性
の
重
視

こ
の
説
の
論
者
が
、
犯
罪
構
成
要
件
の
も
つ
記
述
的
・
類
型
的
な
枠
組
み
を
重
視
し
て
犯
罪

論
を
構
成
す
る
そ
の
一
つ
の
顕
著
な
表
現
が
、
共
同
正
犯
の
「
正
犯
性
」
を
重
視
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
記
述
的
・
類
型
的
な
意
味
で

の
正
犯
性
の
概
念
を
基
盤
と
し
た
共
同
正
犯
概
念
を
構
築
す
る
点
を
特
徴
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
論
者
は
「
共

同
正
犯
は
正
犯
で
あ
る
」
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
堅
持
し
、
共
同
正
犯
は
単
独
正
犯
と
異
な
り
、
数
人
で
共
同
し
て
実
行
行
為
を
な
す

場
合
で
あ
る
が
、
自
ら
実
行
行
為
を
行
う
正
犯
で
あ
る
以
上
、
自
ら
の
実
行
行
為
に
よ
っ
て
法
益
の
侵
害
・
危
殆
化
を
惹
起
す
る
必
要

が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
共
謀
に
参
加
し
た
だ
け
で
何
ら
の
実
行
行
為
に
も
出
な
か
っ
た
単
な
る
共
謀
参
加
者
は
、
構
成
要
件
実
現
の

現
実
的
可
能
性
を
も
つ
実
行
行
為
を
分
担
し
た
者
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
こ
の
者
の
正
犯
性
は
お
よ
そ
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

す
る
の
で
あ
る
。
共
同
正
犯
の
正
犯
性
を
重
視
す
る
点
は
、
そ
こ
に
単
独
正
犯
の
原
理
と
の
共
通
性
を
看
取
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
も

あ
る
が
、
例
え
ば
、「
実
行
行
為
概
念
が
刑
法
学
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
人
権
保
障
的
機
能
を
直
視
す
る
と
き
、
共
同
正
犯
に
お
い

て
こ
れ
を
形
式
（
実
行
共
同
正
犯
の
場
合
）・
実
質
（
共
謀
共
同
正
犯
の
場
合
）
の
両
面
か
ら
二
義
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
、
他
の
問

題
に
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
と
い
え

３
）

よ
う
」
と
い
う
論
述
や
、「
実
行
共
同
正
犯
の
形
式
的
明
確
性
の
確
保
は
、
近
代
刑

法
の
大
原
則
を
維
持
す
る
重
要
課
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
形
式
性
の
枠
を
乗
り
越
え
る
安
易
な
実
質
化
に
よ
っ
て
、
掘
り
崩
す
べ
き
で

は

４
）

な
い
」
と
い
う
論
述
に
、
そ
の
点
の
強
力
な
問
題
意
識
が
表
れ
て
い
る
。

他
方
、
共
同
正
犯
は
広
義
の
共
犯
で
も
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
形
式
的
実
行
行
為
説
の
論
者
が
共

同
正
犯
の
「
共
犯
性
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
見
て
お
き
た
い
。
こ
の
共
同
正
犯
の
「
共
犯
性
」
は
、
共
同
正
犯
に
お
い
て

は
、
単
独
正
犯
の
原
理
を
ど
こ
ま
で
貫
徹
で
き
る
か
に
関
わ
る
も
の
と
も
い
え
る
。
こ
の
点
、
あ
る
論
者
は
、
正
犯
（
共
同
正
犯
を
含
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む
）
と
狭
義
の
共
犯
（
教
唆
犯
・
従
犯
）
と
の
区
別
は
構
成
要
件
に
即
し
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
正
犯
と
は
「
実
行
行
為
、

す
な
わ
ち
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
行
う
者
」、
狭
義
の
共
犯
と
は
「
実
行
行
為
そ
の
も
の
を
行
う
者
で
は
な
く
、
他
人

の
実
行
行
為
に
、
実
行
行
為
以
外
の
方
法
で
加
功
す
る
者
」
で
あ
る
が
、「
共
同
正
犯
は
、
実
行
行
為
そ
の
も
の
を
分
担
す
る
点
で
正

犯
性
が
認
め
ら
れ
る
」
の
で
あ
り
、「
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
、
二
人
以
上
共
同
し
て
実
行
す
る
場
合
が
共
同
正
犯
で

５
）

あ
る
」
と
論
述
す
る
。
こ
こ
で
は
、
端
的
に
共
同
正
犯
の
正
犯
性
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
共
同
正
犯
の
共
犯
性
に
対
し
て
は
、
二
人
以

上
の
者
が
犯
罪
の
実
現
に
関
与
し
、
そ
の
実
現
に
寄
与
す
る
場
合
を
い
う
と
さ
れ
る
「
広
義
の
共
犯
」
の
形
態
的
意
味
が
付
与
さ
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
か
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
共
同
正
犯
成
立
の
従
属
性
を
根
拠
づ
け
る
機
能
が
認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い

え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
形
式
的
実
行
行
為
説
の
論
者
の
中
に
は
、
共
同
正
犯
の
共
犯
性
に
も
う
少
し
重
い
意
味
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
者
も

い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
論
者
は
、
共
同
正
犯
は
「
単
独
正
犯
を
共
同
に
行
う
と
い
う
意
味
で
『
共
犯
』
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
自
ら

犯
罪
を
実
行
す
る
と
い
う
意
味
で
『
正
犯
』
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
の
性
格
を
も
っ
て

６
）

い
る
」
と
論
述
し
、
こ
れ
を
承
け
る
よ
う
に
、

別
の
論
者
は
、「
こ
の
よ
う
な
共
同
正
犯
の
二
重
の
性
格
が
『
一
部
行
為
の
全
部
責
任
』
を
認
め
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、

「
因
果
性
の
問
題
は
共
同
正
犯
の
共
犯
性
を
説
明
し
て
い
る
だ
け
で
、
共
同
正
犯
の
正
犯
性
は
別
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、「
そ
の

正
犯
性
を
根
拠
づ
け
る
も
の
は
、
実
行
行
為
を
措
い
て
ほ
か
に
は

７
）

な
い
」
と
論
述
す
る
。
こ
こ
で
は
、
共
同
正
犯
と
狭
義
の
共
犯
と
を

包
括
す
る
広
義
の
共
犯
に
つ
い
て
、
因
果
共
犯
論
・
惹
起
説
の
立
場
か
ら
、
そ
の
共
通
基
盤
と
し
て
「
因
果
性
」
が
措
定
さ
れ
、
さ
ら

に
共
同
正
犯
に
つ
い
て
「
実
行
行
為
の
（
一
部
）
遂
行
」
と
い
う
要
素
を
上
乗
せ
す
る
こ
と
で
そ
の
正
犯
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
共
同
正
犯
は
、
因
果
性
に
よ
り
「
広
義
の
共
犯
性
」
の
性
質
が
付
与
さ
れ
、
そ
の
上
に
「
実
行
行
為
の
（
一
部
）
遂
行
」
に

よ
り
「
正
犯
性
」
の
性
質
が
付
与
さ
れ
る
と
い
う
重
層
構
造
が
呈
示
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
共
同
正
犯
の
「
共
犯
性
」
と
「
正
犯
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性
」
と
が
一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
を
根
拠
づ
け
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
共
同
意
思
主
体
説
の
論
者
は
、
共
同
正
犯
は
「『
犯
罪
の
実
行
』
が
要
求
さ
れ
る
点
で
は
正
犯
（
広
義
）
で
あ
る
」
が
、

「
各
自
が
実
行
行
為
の
す
べ
て
を
行
う
必
要
が
な
く
、
二
人
以
上
の
者
が
意
思
疎
通
の
う
え
犯
罪
の
一
部
で
も
実
行
す
れ
ば
、
そ
の
全

体
に
つ
い
て
責
任
を
問
わ
れ
る
（
一
部
行
為
〔
実
行
〕
の
全
部
責
任
）
と
い
う
点
で
は
共
犯
（
広
義
）
で

８
）

あ
る
」
と
論
述
す
る
。
論
者

は
、
共
同
正
犯
の
共
犯
性
と
正
犯
性
と
を
重
層
構
造
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
併
存
構
造
と
し
て
理
解
し
て
お
り
、
ま
た
共
同
正
犯
の
共

犯
性
に
一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
を
結
び
つ
け
て
い

９
）

る
点
で
、
右
の
見
解
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
正
犯
性
に
重
点
を
お
い

て
共
同
正
犯
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
点
、
一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
を
少
な
く
と
も
共
同
正
犯
の
共
犯
性
に
も
関
連
さ
せ
る
点

で
、
大
き
な
違
い
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
説
の
論
者
に
は
、
論
者
に
よ
り
そ
の
程
度
に
強
弱
が
あ
る
の
は
否
定
で
き
な
い
が
、
共
犯
性
の
原
理
を
入

り
口
と
し
つ
つ
も
単
独
正
犯
の
原
理
を
で
き
る
だ
け
貫
徹
し
よ
う
と
い
う
発
想
が
看
取
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
説
の
論
者
は
、
一

方
で
、
単
独
正
犯
と
共
同
正
犯
の
同
質
性
を
強
調
し
、
他
方
で
、
共
同
正
犯
と
狭
義
の
共
犯
と
を
峻
別
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
も
つ
こ

と
に
な
る
。

③

実
行
行
為
の
分
担
の
重
視

以
上
の
特
徴
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
形
式
的
実
行
行
為
説
は
、「
正
犯
と
は
実
行
行
為
を
分

担
す
る
者
で
あ
る
」、「
共
同
正
犯
は
正
犯
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
堅
持
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
必
然
的
な
結
果
と
し
て
、「
実
行
行

為
の
分
担
」
を
共
同
正
犯
の
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
論
者
に
よ
れ
ば
、
共
同
正
犯
の
可
罰
性

は
、
単
独
正
犯
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
実
行
行
為
の
分
担
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
単
に
共
謀
に

参
加
し
た
に
す
ぎ
な
い
者
に
対
し
て
、
他
人
の
行
っ
た
実
行
行
為
お
よ
び
そ
の
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
せ
る
の
は
、
責
任
原
則
な

い
し
個
人
責
任
の
原
理
に
反
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
例
え
ば
、「
共
謀
に
参
加
し
た
だ
け
で
、
な
ん
ら
の
行
為
に
出
な
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か
っ
た
者
は
、
共
同
意
思
に
よ
る
心
理
的
拘
束
を
実
行
行
為
を
し
た
他
の
共
謀
者
に
及
ぼ
し
た
者
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
構
成
要
件
実

現
の
現
実
的
可
能
性
を
も
つ
行
態＝

実
行
行
為
を
し
た
者
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
こ
の
者
の
正
犯
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き

10
）

な
い
」

と
い
う
論
述
、「
共
同
正
犯
の
正
犯
性
」
を
根
拠
づ
け
る
も
の
は
「
実
行
行
為
を
措
い
て
ほ
か
に
は

11
）

な
い
」
と
い
う
論
述
、
さ
ら
に
は
、

「
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
か
ど
う
か
と
い
う
実
質
的
な
基
準
に
形
式
的
な
明
確
性
を
与
え
る
た
め
に
は
、
正
犯
（
共
同
正
犯
）
と
実
行

行
為
概
念
と
の
結
び
つ
き
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

12
）

な
い
」
と
い
う
論
述
に
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
謀
議
に
関
与
し
た

だ
け
で
み
ず
か
ら
実
行
を
担
当
し
な
か
っ
た
者
は
、
直
接
実
行
を
担
当
し
た
者
（
正
犯
）
の
教
唆
犯
も
し
く
は
従
犯
に
ほ
か
な
ら

13
）

な
い
」
の
で
あ
り
、「『
実
行
行
為
の
分
担
』
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
は
ず
し
て
し
ま
う
と
、
あ
と
は
、
実
質
的
に
『
重
要
な
役
割
』

を
果
た
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
分
類
の
基
準
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
首
魁
、
謀
議
参
与
、
率
先
助
勢
、
附
和
随
行
と
い

っ
た
固
有
の
集
団
犯
内
部
の
役
割
の
分
担
と
軽
重
に
本
質
上
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
正
犯
、
教
唆
犯
、
従
犯
の
区
別
に
は
本
来
な

じ
ま
な
い
も
の
で

14
）

あ
る
」
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
、「
現
行
刑
法
が
峻
別
し
て
い
る
共
同
正
犯
と
教
唆
犯
・
従
犯
と
の
概
念
的
限
界
は

画
し
え
な
く
な
る
で
あ

15
）

ろ
う
」
と
懸
念
す
る
の
で
あ
る
。

④

一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
の
論
拠

ま
た
こ
の
説
の
論
者
は
、
共
同
正
犯
も
正
犯
で
あ
る
か
ら
実
行
行
為
を
遂
行
す
る
必

要
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
実
行
行
為
の
分
担
で
足
り
る
か
ら
、
共
同
者
の
各
自
の
行
為
は
実
行
行
為
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ

て
も
よ
い
と
し
、
一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
を
積
極
的
に
容
認
す
る
。
こ
の
点
は
、
実
行
行
為
分
担
の
意
味
、
し
た
が
っ
て
正
犯
性

の
実
体
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
結
局
は
、
単
独
正
犯
の
原
理
と
の
関
わ
り
を
問
う
こ
と
に
な
る
点
で
あ
る
。
か
り
に
共
同
正
犯
に
つ
き

個
人
責
任
の
原
則
を
貫
徹
し
て
「
固
い
単
独
正
犯
の
原
理
」
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
共
同
者
は
各
自
が
自
ら
実
行
し
た
行
為
や

そ
れ
が
も
た
ら
し
た
結
果
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負
う
と
す
る
の
が
一
貫
し
た
帰
結
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
の
論
者
も
、
そ
こ
ま

で
徹
底
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
柔
ら
か
い
単
独
正
犯
の
原
理
」
を
前
提
に
し
て
い
る
。
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し
か
し
、「
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為＝

実
行
行
為
」
の
一
部
し
か
遂
行
し
て
い
な
い
の
に
、
な
ぜ
そ
の
犯
罪
全
体
に
つ
い

て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
こ
の
説
の
論
者
は
そ
の
論
拠
を
示
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
一
部
実
行

全
部
責
任
の
法
理
は
、
単
に
結
論
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ま
ず
形
式
的
根
拠
と
し
て
、「
一

部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
が
認
め
ら
れ
る
の
は
刑
法
第
六
〇
条
の
規
定
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
例
え
ば
、「
実
行
共
同
正
犯
の
う
ち
、
各
共
同
者
が
実
行
行
為
の
一
部
を
分
担
す
る
場
合
」
は
、「
六
〇
条
の
規
定
を
ま
っ
て
初
め

て
行
わ
れ
た
行
為
全
体
に
つ
い
て
刑
責
を
問
わ
れ
る
」
が
、「
共
同
者
の
す
べ
て
が
そ
れ
ぞ
れ
実
行
行
為
の
全
部
を
遂
行
す
る
場
合
」

は
、「
共
同
正
犯
を
認
め
る
う
え
で
必
ず
し
も
六
〇
条
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
」
と
い
う
論
述
、
あ
る
い
は
、「
共
同
し
て
犯
罪
を
実

行
し
た
者
は
、
す
べ
て
正
犯
と
さ
れ
る
（
六
〇
条
）。
そ
の
趣
旨
は
、
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
場
合
は
、
犯
罪
の
一
部
し
か
行
っ

て
い
な
く
て
も
全
体
に
つ
い
て
刑
責
を
問
わ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（「
一
部
行
為
の
全
部
責
任
」
の

16
）

法
理
）」
と
い
う
論
述
は
、

そ
う
し
た
形
式
的
根
拠
を
提
示
す
る
趣
旨
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
形
式
的
根
拠
と
し
て
、
犯
罪
構
成
要
件
の
定
型
・
類

型
を
持
ち
出
す
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
犯
罪
構
成
要
件
は
、
立
法
者
が
定
め
た
『
可
罰
的
行
為
が
類
型
化
さ
れ

た
法
的
定
型
』
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
の
一
部
で
も
実
行
し
た
者
は
、
法
的
定
型
と
し
て
の
構
成

要
件
の
全
部
を
実
現
し
た
も
の
と
し
て
全
体
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
的
評
価
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
あ

る
」
と
説
明
す
る
も
の
で
、「
犯
罪
構
成
要
件
の
枠
組
み
」
と
い
う
形
式
的
な
論
拠
を
援
用
す
る
も
の
で

17
）

あ
る
。

他
方
、
最
近
は
、
形
式
的
実
行
行
為
説
の
論
者
に
お
い
て
も
、
む
し
ろ
一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
に
つ
い
て
実
質
的
な
根
拠
を
展

開
す
る
傾
向
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
論
者
は
、
実
質
的
な
根
拠
と
し
て
、
各
共
同
者
の
行
為
の
一
体
性
を
援
用
す
る
。
す
な
わ

ち
、
論
者
は
、
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要
な
、
主
観
的
な
「
共
同
実
行
の
意
思
」
と
客
観
的
な
「
共
同
実
行
の
事
実
」
と
い

う
要
件
が
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
共
同
者
各
自
に
つ
き
、
そ
の
者
自
身
の
行
為
と
他
の
共
同
者
の
行
為
と
が
一
体
の
も
の
と
評
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価
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
共
同
正
犯
者
は
、
共
同
の
実
行
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
事
実
の
全
部
に
つ
い
て
正
犯
と
し
て

の
責
任
を
負
う
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で

18
）

あ
る
」
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
別
の
論
者
は
、
一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
の
実
質
的

根
拠
と
し
て
、
よ
り
分
析
的
に
、「
相
互
的
補
充
機
能
・
心
理
的
促
進
機
能
」
を
援
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
論
者
は
、「
合
意
に
お
い
て

相
互
の
意
思
を
強
化
・
促
進
し
、
各
人
が
分
担
行
為
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
に
所
期
の
結
果
達
成
に
つ
い
て
物
理
的
に
補
充

し
あ
う
寄
与
を
果
す
と
と
も
に
、
こ
れ
を
通
じ
て
こ
こ
で
も
相
互
に
心
理
的
に
強
化
し
あ
う
と
い
っ
た
寄
与
を
な
す
」
の
で
、「
ま
さ

し
く
そ
の
『
全
部
行
為
』
に
つ
い
て
『
全
部
責
任
』
を
帰
せ
ら

19
）

れ
る
」、
あ
る
い
は
、「
部
分
的
実
行
行
為
が
具
備
す
る
相
互
的
補
充
機

能
と
心
理
的
促
進
機
能
」、「
部
分
的
実
行
行
為
が
そ
な
え
る
物
理
的
・
心
理
的
な
補
充
機
能
」
に
こ
そ
そ
の
根
拠
が

20
）

あ
る
と
説
明
す
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
趣
旨
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
、「
全
実
行
行
為
に
対
す
る
同
時
的
・
機
能
的
行
為
支
配
」

を
持
ち
出
す
論
者
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
論
者
は
、「
共
同
し
て
」
と
は
、
行
為
の
因
果
過
程
に
お
い
て
他
方
の
行
為
に
因
果
的
影
響

（
物
理
的
影
響
・
心
理
的
影
響
）
を
及
ぼ
す
こ
と
を
意
味
し
、
一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
は
、「
共
同
行
為
者

が
、
当
該
の
犯
罪
事
象
を
相
互
に
補
充
し
利
用
し
合
っ
て
共
同
形
成
し
て
い
る
か
ら
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
共
同
行
為
支
配
」
に

お
い
て
は
、「
規
範
的
障
害
を
有
す
る
自
律
的
な
行
為
者
が
相
互
利
用
・
補
充
の
関
係
に
お
い
て
支
配
す
る
こ
と
が
必
要
」
で
あ
っ
て
、

「
一
部
実
行
の
全
体
責
任
に
お
け
る
『
一
部
実
行
』
は
、『
全
実
行
行
為
に
対
す
る
同
時
的
・
機
能
的
行
為
支
配
』
が
あ
る
こ
と
が
必
要

で

21
）

あ
る
」
と
説
明
し
、「
相
互
利
用
・
補
充
関
係
に
お
け
る
支
配
」
と
い
う
「
全
実
行
行
為
に
対
す
る
同
時
的
・
機
能
的
行
為
支
配
」

を
実
質
的
論
拠
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

⑤

実
行
行
為
概
念
の
相
対
化

ま
た
、
近
時
の
形
式
的
実
行
行
為
説
の
論
者
が
、
単
独
正
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
概
念
と
共
同

正
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
概
念
と
の
相
対
化
を
承
認
し
て
い
る
点
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
論
者
は
、「
実
行
行

為
と
は
、
…
…
構
成
要
件
実
現
の
現
実
的
可
能
性
を
も
つ
行
態
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
行
態
が
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
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具
体
的
に
、
し
か
も
、
個
々
の
構
成
要
件
に
即
し
て
判
断
す
る
ほ
か
は
な
く
、
外
型
が
同
じ
行
態
で
も
、
単
独
犯
の
ば
あ
い
に
は
、
当

該
構
成
要
件
の
実
行
行
為
と
い
え
な
い
も
の
が
、
共
同
正
犯
の
ば
あ
い
は
、
そ
の
実
行
行
為
の
一
部
と
い
え
る
ば
あ
い
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
、
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
、
二
人
以
上
の
行
為
が
全
体
と
し
て
観
察
さ
れ
て
、
構
成
要
件
実
現
の
可
能
性
を
も
つ
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
が
判
断
さ
れ
る
か
ら
で

22
）

あ
る
」
と
す
る
し
、
別
の
論
者
は
、「
共
謀
共
同
正
犯
を
否
定
し
、
実
行
共
同
正
犯
の
み
を

共
同
正
犯
と
し
て
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
い
う
『
実
行
』（
共
同
実
行
）
は
、
必
ず
し
も
単
独
正
犯
に
お
け
る
実
行
（
単
独
実
行
）

と
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
は
」
な
く
、「
各
自
の
行
為
を
全
体
と
し
て
み
て
犯
罪
の
実
行
と
評
価
で
き
る
か
ど

う
か
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
単
独
正
犯
と
異
な
り
各
自
の
行
為
が
そ
れ
自
体
独
立
し
て
実
行
行
為
性
を
備
え
て
い
る
必
要
は
な
い
の

で

23
）

あ
る
」
と
論
述
す
る
。
さ
ら
に
別
の
論
者
は
、「
共
同
正
犯
に
お
け
る
『
共
同
実
行
』
は
、
単
独
正
犯
の
場
合
の
よ
う
に
、
当
該
の

現
場
で
典
型
的
・
古
典
的
意
味
に
お
け
る
構
成
要
件
的
行
為
を
行
う
必
要
は
な
く
、
一
定
の
限
度
で
拡
大
解
釈
す
る
こ
と
は
許
さ

24
）

れ
る
」
と
論
述
す
る
。
し
か
し
、
論
者
は
、
同
時
に
、「
共
同
正
犯
は
あ
く
ま
で
実
行
行
為
を
分
担
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
「
拡

大
解
釈
」
に
限
界
を
設
け
、「
共
謀
に
参
加
し
た
に
と
ど
ま
る
者
は
、
行
為
計
画
を
立
て
、
詳
細
な
手
は
ず
を
整
え
、
精
神
的
に
大
き

な
影
響
力
を
与
え
、
構
成
要
件
実
現
に
不
可
欠
で
あ
っ
て
も
、
実
行
行
為
を
分
担
し
て
は
お
ら
ず
、
実
行
担
当
者
は
、
実
行
に
出
る
か

ど
う
か
に
つ
き
な
お
規
範
的
障
害
を
も
ち
、
共
謀
者
が
道
具
の
よ
う
に
支
配
し
て
い
る
わ
け
で
は

25
）

な
い
」
す
る
の
で
あ
る
。

１
）

福
田
平
・
全
訂
刑
法
総
論
（
第
五
版
・
二
〇
一
一
年
）
六
六
頁
。

２
）

曽
根
威
彦
・
刑
法
総
論
（
第
四
版
・
二
〇
〇
八
年
）
六
〇
頁
。

３
）

曽
根
威
彦
・
注
２
文
献
・
二
五
六
頁
。

４
）

山
中
敬
一
・
刑
法
総
論
（
第
二
版
・
二
〇
〇
八
年
）
八
七
七
頁
。

５
）

吉
川
経
夫
・
改
訂
刑
法
総
論
（
一
九
七
二
年
）
二
三
八
頁
、
二
四
八
頁
、
内
田
文
昭
・
刑
法
Ⅰ
（
総
論
）（
改
訂
補
正
版
・
一
九
九
七
年
）
二
七
九
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頁
、
二
九
五
頁
参
照
。

６
）

中
山
研
一
・
新
版
概
説
刑
法
Ⅰ
（
二
〇
一
一
年
）
二
一
〇
頁
。

７
）

浅
田
和
茂
・
刑
法
総
論
（
補
正
版
・
二
〇
〇
七
年
）
四
一
三
頁
、
四
一
九
頁
。
ま
た
、
中
山
研
一
ほ
か
・
レ
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
刑
法
１
（
一
九
九
七
年
）

八
〇
〜
八
二
頁
〔
浅
田
和
茂
〕
参
照
。

８
）

曽
根
威
彦
・
注
２
文
献
・
二
五
〇
頁
。

９
）

な
お
こ
こ
で
は
、
論
者
が
、
一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
を
共
同
正
犯
の
共
犯
性
（
広
義
）
に
関
連
づ
け
て
い
る
点
に
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

10
）

福
田
平
・
注
１
文
献
・
二
七
八
頁
。

11
）

浅
田
和
茂
・
注
７
文
献
・
四
一
九
頁
。

12
）

曽
根
威
彦
・
注
２
文
献
・
二
五
五
頁
。

13
）

佐
伯
千

・
刑
法
講
義
（
総
論
）（
三
訂
版
・
一
九
七
七
年
）
三
五
一
頁
。

14
）

中
山
研
一
「
共
謀
共
同
正
犯
」
中
山
研
一
ほ
か
編
・
現
代
刑
法
講
座
第
三
巻
（
一
九
七
九
年
）
二
一
一
頁
注
11
。

15
）

佐
伯
千

・
注
13
文
献
・
三
五
一
頁
。

16
）

曽
根
威
彦
・
注
２
文
献
・
二
五
二
頁
。

17
）

こ
の
よ
う
な
説
明
は
、「
型
の
一
部
を
壊
し
た
場
合
は
、
そ
の
全
部
を
壊
し
た
も
の
と
評
価
す
る
」
と
か
、「
一
部
を
か
じ
っ
た
者
は
全
部
を
か
じ
っ

た
者
と
同
じ
だ
と
考
え
る
」
と
い
う
よ
う
な
発
想
を
想
起
さ
せ
る
。

18
）

福
田
平
・
注
１
文
献
・
二
七
一
〜
二
七
二
頁
参
照
。

19
）

中
義
勝
「
刑
法
改
正
問
題
の
論
点
・
共
謀
共
同
正
犯
」
法
律
時
報
三
七
巻
一
号
（
一
九
六
五
年
）
一
三
〜
一
四
頁
。
な
お
、「
正
犯
性＝

実
行
行
為

性
」
の
命
題
を
維
持
し
つ
つ
、
実
行
行
為
概
念
の
規
範
化
を
図
っ
て
共
謀
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
際
に
、（
共
謀
）
共
同
正
犯
は
「
全
部
実
行
全
部
責
任
」

で
あ
る
と
す
る
論
者
と
し
て
、
平
良
木
登
規
男
「
共
謀
共
同
正
犯
に
つ
い
て
」
福
田
平
・
大
塚
仁
博
士
古
稀
祝
賀
・
刑
事
法
学
の
総
合
的
検
討
下
巻
（
一

九
九
三
年
）
四
五
七
頁
以
下
、
特
に
四
八
三
〜
四
八
六
頁
を
参
照
。

20
）

中
義
勝
・
講
述
犯
罪
総
論
（
一
九
八
〇
年
）
二
五
三
頁
参
照
。

21
）

山
中
敬
一
・
注
４
文
献
・
八
三
七
頁
、
八
七
九
頁
。

22
）

福
田
平
・
注
１
文
献
・
二
七
六
頁
。
論
者
は
、
続
け
て
、「
甲
と
乙
と
が
強
盗
を
共
謀
し
、
甲
が
被
害
者
に
ピ
ス
ト
ル
を
突
き
つ
け
て
脅
迫
中
、
そ
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の
横
に
立
っ
て
い
た
乙
の
行
為
は
、
強
盗
罪
の
実
行
行
為
の
一
部
と
い
え
よ
う
」
と
論
述
す
る
。
し
か
し
、
論
者
は
、
予
備
罪
に
つ
い
て
「
実
行
行
為
」

を
観
念
す
る
と
い
う
点
で
の
「
実
行
行
為
概
念
の
相
対
化
」
に
つ
い
て
は
拒
否
す
る
。
福
田
平
・
注
１
文
献
・
二
五
八
頁
注
七
参
照
。

23
）

曽
根
威
彦
・
・
刑
法
の
重
要
問
題
〔
総
論
〕（
第
二
版
・
二
〇
〇
五
年
）
三
四
二
頁
。

24
）

山
中
敬
一
・
注
４
文
献
・
八
七
八
頁
。

25
）

山
中
敬
一
・
注
４
文
献
・
八
七
八
頁
。

⑷

小

括

①

実
行
行
為
概
念
基
軸
の
必
要
性

形
式
的
実
行
行
為
説
の
論
者
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
き
わ
め
て
明
快
で
あ
り
、
共
謀
共

同
正
犯
を
否
定
す
る
そ
の
論
理
に
も
一
貫
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
論
者
が
犯
罪
構
成
要
件
の
記
述
的
・
類
型
的
な
枠
組
み
を
重
視

し
、
形
式
的
な
実
行
行
為
概
念
を
基
軸
に
し
て
共
謀
共
同
正
犯
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す
る
解
釈
姿
勢
は
、
罪
刑
法
定
原
則

に
お
け
る
厳
格
解
釈
の
要
請
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
解
釈
態
度
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
罪
刑
法
定

原
則
と
い
う
の
は
、
い
か
に
処
罰
の
必
要
性
が
あ
っ
て
も
、
い
か
に
国
民
の
処
罰
感
情
が
強
く
て
も
、
刑
罰
法
規
に
処
罰
を
根
拠
づ
け

る
条
文
が
な
い
以
上
、
そ
の
行
為
を
犯
罪
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
原
則
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
形
式
的
実
行
行
為
説
に
対
し
て
は
、
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
な
ど
共
謀
共
同
正
犯
肯
定
説
の
論
者
か
ら
は
、
記
述

的
・
類
型
的
な
実
行
行
為
概
念
に
拘
泥
し
た
正
犯
概
念
を
前
提
に
し
て
共
同
正
犯
の
概
念
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
に
論
理
的
な
必
然
性

が
あ
る
の
か
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
単
な
る
共
謀
者
で
あ
っ
て
も
、
主
導
的
に
犯
罪
計
画
を
立
て
、
綿
密
な
犯
行
準
備
を
整
え
、
精
神

的
に
も
中
核
的
な
影
響
力
を
発
揮
し
、
構
成
要
件
実
現
に
と
っ
て
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
実
行
行
為

の
一
部
分
担
が
な
い
こ
と
を
根
拠
に
し
て
（
共
謀
）
共
同
正
犯
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
こ
と
に
合
理
性
が
あ
る
の
か
、
が
問
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
形
式
的
実
行
行
為
説
の
論
者
は
、
ま
ず
文
理
上
の
根
拠
に
つ
き
、
刑
法
第
六
〇
条
に
い
う
「
二
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人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
」
と
い
う
文
言
は
、
二
人
以
上
の
者
が
実
行
行
為
を
共
同
に
す
る
こ
と
と
解
す
る
の
が
素
直
で
適

切
な
解
釈
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
共
謀
共
同
正
犯
肯
定
説
の
よ
う
に
、
共
同
者
の
う
ち
の
一
人
が
実
行
す
れ
ば
よ
い
と
し
て

「
共
同
」
と
「
実
行
」
の
文
言
を
分
離
さ
せ
て
解
釈
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
し
て
も
、
か
な
り
無
理
な
解
釈
だ
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
が
、
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
文
理
解
釈
と
し
て
ま
っ
た
く
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は

１
）

な
い
と
し
て
、
論
者
は
、
本
条
を

文
理
上
の
形
式
的
根
拠
と
す
る
に
つ
い
て
積
極
的
な
意
味
を
見
出
さ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

す
る
と
、
各
共
同
者
が
実
行
行
為
（
の
一
部
）
を
分
担
す
る
こ
と
の
実
質
的
な
意
義
、
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
実
行
行
為
の
分
担
が
な
い

と
（
共
同
）
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
と
い
う
実
質
的
な
根
拠
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
い
に
対
し

て
、
形
式
的
実
行
行
為
説
の
論
者
は
、
ま
ず
、
前
提
と
し
て
、
記
述
的
・
類
型
的
意
味
の
構
成
要
件
が
有
す
る
罪
刑
法
定
原
則
的
機
能

な
い
し
人
権
保
障
的
機
能
を
指
摘
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
点
が
、
実
行
行
為
概
念
こ
そ
が
正
犯
と
共
犯
と
の
明
確
な
区
別
を
担
保
し
う

る
犯
罪
要
素
で
あ
る
と
い
う
論
者
の
認
識
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
先
の
形

式
的
実
行
行
為
説
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
「
構
成
要
件
的
枠
組
み
の
重
視
」
の
と
こ
ろ
で
指
摘
し
た
の
で
、
こ
れ
以
上
は
触
れ
な
い

が
、
こ
う
し
た
趣
旨
を
端
的
に
表
現
し
た
論
述
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
論
述
と
は
、「
実
行
行
為
は
、

も
っ
と
も
明
確
な
犯
罪
要
素
の
ひ
と
つ
」
で
あ
っ
て
、「
実
行
行
為
を
し
な
い
共
謀
者
を
正
犯
に
と
り
込
む
こ
と
は
、
正
犯
と
共
犯
の

限
界
を
、
こ
の
明
確
な
基
準
か
ら
離
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
そ
の
正
犯
像
は
、
り
ん
か
く
の
あ
い
ま
い
な
も
の
」

に
な
っ
て
し
ま
い
、「
そ
の
不
明
確
化
は
、
必
然
的
に
共
犯
を
正
犯
と
し
て
処
罰
す
る
危
険
に
直
結

２
）

す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
構
成
要
件
的
枠
組
み
を
重
視
し
、
実
行
行
為
概
念
を
基
軸
に
し
て
正
犯
概
念
を
構
築
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
実
行
行
為
概
念
の

実
体
が
明
確
で
な
け
れ
ば
、
正
犯
と
共
犯
と
の
明
確
な
区
別
も
担
保
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
実
行
行
為
概
念
の
明
確
性
は
ど
の
よ
う
に
担
保
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
、
よ
り
端
的
に
は
、
実
行
行
為
の
形
式
と
実
質
と
の
関
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係
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
と
い
う
疑
問
で
も
あ
る
。
こ
の
点
、
あ
る
論
者
は
、「
実
行
行
為
が
あ
り
、
か
つ
、
結
果
発
生
の
実
質
的

危
険
が
発
生
し
た
場
合
に
の
み
、
可
罰
的
な
未
遂
犯
が
成
立
」
す
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
、「
実
行
行
為
の
存
在
は
罪
刑
法
定
主
義
の
要

請
で
あ
り
、
結
果
発
生
の
実
質
的
危
険
は
（
行
為
原
理
に
由
来
す
る
）
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
軽
視
す
べ
き
は
な

く
、
む
し
ろ
両
者
が
揃
っ
て
は
じ
め
て
可
罰
的
な
未
遂
が
成
立

３
）

す
る
」
と
論
述
す
る
。
こ
こ
で
は
、「
実
行
行
為
（
構
成
要
件
該
当
行

為
）」
に
形
式
と
し
て
の
「
器
」
の
機
能
が
担
わ
さ
れ
、「
結
果
発
生
の
実
質
的
（
具
体
的
）
危
険
」
に
実
質
と
し
て
の
「
中
味
」
の
機

能
が
担
わ
さ
れ
て
お
り
、
形
式
と
実
質
と
が
概
念
と
し
て
分
離
さ
れ
た
う
え
で
、
そ
の
「
形
式＝

器
」
と
「
実
質＝

中
味
」
の
両
方
が

充
足
さ
れ
て
初
め
て
可
罰
的
な
未
遂
犯
が
成
立
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
可
罰
的
未
遂
犯
は
既
遂
犯
へ
の
発
展
過
程
に

お
け
る
一
階
梯
だ
と
す
る
と
、
こ
う
し
た
可
罰
的
未
遂
犯
の
構
造
は
共
同
正
犯
に
お
け
る
各
共
同
者
の
実
行
行
為
に
つ
い
て
も
妥
当
す

る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
正
犯
の
正
犯
性
に
つ
い
て
、
形
式
と
し
て
の
「
実
行
行
為
（
構
成
要
件
該
当
行
為
）」
性

の
み
を
援
用
し
、
実
質
と
し
て
の
「
結
果
発
生
の
実
質
的
（
具
体
的
）
危
険
」
性
を
援
用
し
な
い
の
は
、「『
形
式
』
を
経
由
し
て
か
ら

の
『
実
質
』
の
確
認
」
と
い
う
構
造
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え

４
）

な
い
。

論
者
が
こ
の
構
造
を
採
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
実
質
と
し
て
の
「
結
果
発
生
の
実
質
的
（
具
体
的
）
危
険
」
性

を
ま
っ
た
く
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
形
式
と
し
て
の
「
実
行
行
為
（
構
成
要
件
該
当
行
為
）」
性
の
み
で
そ
の
限
界
を
画
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
、
よ
り
広
く
は
、「
可
罰
的
違
法
（
行
為
）
類
型
」
と
解
さ
れ
て
い
る
構
成
要
件
は
実
質
的
・
価
値
的
な
観
点
か
ら
無
縁
で

い
ら
れ

５
）

る
か
、
よ
り
根
本
的
に
は
、「
形
式
」
は
そ
れ
自
体
と
し
て
現
実
を
切
り
取
る
役
割
を
果
た
し
う
る
か
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
、

論
者
が
社
会
的
行
為
論
を
採

６
）

っ
た
と
し
て
も
霧
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
や
そ
う
で
は
な
く
、
こ
こ
で
も
「
形
式
（
構
成
要
件
該
当

行
為
）」
と
「
実
質
（
実
質
的
危
険
）」
の
両
方
が
揃
っ
て
初
め
て
可
罰
的
な
正
犯
性
が
生
じ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
形
式
と
実
質
が
齟
齬
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
、
齟
齬
し
た
と
き
に
は
形
式
・
実
質
の
い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る
の
か
、
形
式
を
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優
先
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
形
式
の
保
障
的
機
能
を
担
保
す
る
も
の
は
何
か
、
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

②

一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
の
根
拠

次
に
、
形
式
的
実
行
行
為
説
に
対
し
て
は
、
記
述
的
・
類
型
的
な
実
行
行
為
概
念
を

基
軸
に
し
て
正
犯
概
念
を
構
築
し
て
お
き
な
が
ら
、
共
同
正
犯
の
成
立
に
つ
き
、
な
ぜ
実
行
行
為
の
一
部
分
担
で
足
り
る
の
か
、
端
的

に
言
え
ば
、
な
ぜ
一
部
行
為
全
部
責
任
の
法
理
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
例
え
ば
、
実
行
共
同
正
犯
の
各
共
同
者
が
実
行
行
為
の
一
部
を
分
担
す
る
場
合

は
、
刑
法
第
六
〇
条
の
規
定
を
ま
っ
て
初
め
て
行
為
全
体
に
つ
い
て
刑
責
を
問
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
条
の
趣
旨
は
一
部
実
行
全
部

責
任
の
法
理
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
犯
罪
構
成
要
件
は
立
法
者
が
定
め
た
「
可
罰
的
行
為
が
類
型
化
さ
れ
た

法
的
定
型
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
部
で
も
実
行
し
た
者
は
構
成
要
件
全
部
を
実
現
し
た
も
の
と
し
て
全
体
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
明
し
、
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
条
文
上
の
立
法
者
意
思
や
犯
罪
構
成
要
件
的

枠
組
み
の
不
可
分
性
と
い
う
形
式
的
根
拠
を
提
示
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
部
実
行
全
部

責
任
の
法
理
は
結
論
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
法
理
を
形
式
的
に
根
拠
づ
け
た
と
し
て
も
、
そ
の
形
式
的
根
拠
の
根
底
に
あ
る

実
質
的
な
論
拠
を
提
示
し
な
い
か
ぎ
り
、「
実
行
行
為
の
一
部
し
か
分
担
し
て
い
な
い
の
に
、
な
ぜ
そ
の
犯
罪
全
体
に
つ
い
て
責
任
を

負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
先
の
問
い
に
答
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
、
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
の
に
必
要
な
主
観
的
な
「
共
同
実
行
の
意
思
」
と
客
観
的
な
「
共
同
実
行
の
事
実
」
の
要
件
が
具

備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
正
犯
は
、
共
同
者
各
自
に
つ
き
「
そ
の
者
自
身
の
行
為
と
他
の
共
同
者
の
行
為
と
が
一
体
の
も
の
」

と
評
価
さ
れ
、
そ
の
た
め
、
共
同
正
犯
者
は
、「
共
同
の
実
行
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
事
実
の
全
部
に
つ
い
て
正
犯
と
し
て
の
責
任

を
負
う
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
と
説
明
す
る
論
者
が
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
も
、「
共
同
実
行
の
意
思
と
事
実
」
が
具
わ
る
と

「
共
同
者
の
行
為
の
一
体
性
」
が
認
め
ら
れ
る
結
果
、
一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
に
と
ど
ま
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っ
て
お
り
、
い
わ
ば
結
論
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
説
明
に
は
、「
共
同
実
行
の
意
思
と
事
実
」
と
「
共
同
者
の

行
為
の
一
体
性
」
と
の
間
に
論
理
的
な
飛
躍
が
見
ら
れ
る
。「
共
同
実
行
の
意
思
と
事
実
」
と
が
具
備
さ
れ
る
と
、
な
ぜ
各
共
同
者
の

行
為
が
「
一
体
の
も
の
」
と
評
価
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
は
事
実
と
し
て
一
体
性
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
的
判
断
な
の
か
、
そ
れ
と
も

評
価
と
し
て
構
成
要
件
に
つ
き
一
体
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
法
的
評
価
な
の
か
も
明
ら
か
で
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
は
、

単
に
、「
犯
罪
の
実
行
行
為
の
一
部
で
も
分
担
し
た
者
は
当
該
犯
罪
全
体
に
つ
い
て
実
行
行
為
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
」

と
い
う
価
値
判
断
が
表
明
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

他
方
、
論
者
の
中
に
は
、
よ
り
分
析
的
に
、「
合
意
に
お
い
て
相
互
の
意
思
を
強
化
・
促
進
し
、
各
人
が
分
担
行
為
を
実
行
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
相
互
に
所
期
の
結
果
達
成
に
つ
い
て
物
理
的
に
補
充
し
あ
う
寄
与
を
果
す
と
と
も
に
、
こ
れ
を
通
じ
て
こ
こ
で
も
相
互
に

心
理
的
に
強
化
し
あ
う
と
い
っ
た
寄
与
を
な
す
」
も
の
で
、「
ま
さ
し
く
そ
の
『
全
部
行
為
』
に
つ
い
て
『
全
体
責
任
』
を
帰
せ
ら
れ

る
に
す
ぎ

７
）

な
い
」
と
か
、「
部
分
的
実
行
行
為
が
具
備
す
る
相
互
的
補
充
機
能
と
心
理
的
促
進
機
能
」、「
部
分
的
実
行
行
為
が
そ
な
え

る
物
理
的
・
心
理
的
な
補
充
機
能
」
に
こ
そ
そ
の
根
拠
が
存

８
）

す
る
と
説
明
し
、「
部
分
的
実
行
行
為
が
具
備
す
る
相
互
的
な
物
理
的
・

心
理
的
補
充
機
能
・
促
進
機
能
」
と
い
う
実
質
的
根
拠
を
提
示
す
る
者
も
い
る
。
さ
ら
に
は
、「
共
同
し
て
」
と
は
、
行
為
の
因
果
過

程
に
お
い
て
他
方
の
行
為
に
因
果
的
影
響
（
物
理
的
影
響
・
心
理
的
影
響
）
を
及
ぼ
す
こ
と
を
意
味
し
、
一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理

が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
は
、「
共
同
行
為
者
が
、
当
該
の
犯
罪
事
象
を
相
互
に
補
充
し
利
用
し
合
っ
て
共
同
形
成
し
て
い
る
か
ら
」
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
共
同
行
為
支
配
」
に
お
い
て
は
、「
規
範
的
障
害
を
有
す
る
自
律
的
な
行
為
者
が
相
互
利
用
・
補
充
の
関
係
に

お
い
て
支
配
す
る
こ
と
が
必
要
」
で
あ
っ
て
、「
一
部
実
行
の
全
体
責
任
に
お
け
る
『
一
部
実
行
』
は
、『
全
実
行
行
為
に
対
す
る
同
時

的
・
機
能
的
行
為
支
配
』
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で

９
）

あ
る
」
と
説
明
し
、「
全
実
行
行
為
に
対
す
る
同
時
的
・
機
能
的
行
為
支
配
」
を
実

質
的
根
拠
と
し
て
提
示
す
る
論
者
も
い
る
。
前
者
の
見
解
と
後
者
の
見
解
を
、
部
分
的
実
行
行
為
が
具
備
す
る
、
全
実
行
行
為
に
対
す
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る
「
相
互
的
な
物
理
的
・
心
理
的
補
充
機
能
・
促
進
機
能
（
な
い
し
「
全
実
行
行
為
に
対
す
る
物
理
的
・
心
理
的
な
同
時
的
・
機
能
的

行
為
支
配
」）」
と
統
括
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
実
質
的
根
拠
が
意
味
す
る
の
は
、
要
す
る
に
、「
各
共
同
者
の
実
行
行

為
の
分
担
が
物
理
的
・
心
理
的
に
相
互
に
補
充
・
促
進
し
合
っ
て
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
の
全
部
を
機
能
的
に
支
配
し
た

と
い
え
る
の
で
、
実
現
し
た
犯
罪
全
体
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
論
者
が
提
示
す
る
「
一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
」
の
実
質
的
根
拠
は
、「『
部
分
的
実
行
行
為
』＋『
相
互
的
な
物

理
的
・
心
理
的
補
充
機
能
・
促
進
機
能
』＝

共
同
正
犯
」
と
い
う
構
造
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
後
者
の
「
相
互
的
な
物
理

的
・
心
理
的
補
充
機
能
・
促
進
機
能
」
の
要
素
は
い
わ
ば
教
唆
犯
・
従
犯
の
要
素
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
各
共
同
者
が
全
実
行
行
為
の
う
ち
の
一
部
し
か
分
担
し
て
い
な
い
場
合
、
各
共
同
者
は
、
自
ら
行
っ
た
実
行
行
為

に
つ
い
て
は
正
犯
と
し
て
の
責
任
を
、
他
の
共
同
者
の
実
行
行
為
を
物
理
的
・
心
理
的
に
補
充
・
促
進
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
狭
義
の

共
犯
（
教
唆
犯
・
従
犯
）
と
し
て
の
責
任
を
負
う
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な

10
）

い
か
。
し
か
し
、
論
者
は
、
こ
う
し
た
結
論
を
容
認
し
な
い

で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
部
分
的
実
行
行
為
」
が
結
合
さ
れ
「
全
体
実
行
行
為
」
へ
と
格
上
げ
さ
れ
る
根
拠
と
な
っ
て
い

る
「
紐
帯
」
が
何
で
あ
る
の
か
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
「
部
分
」
で
し
か
な
い
「
部
分
的
実

行
行
為
」
を
い
く
ら
複
数
集
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
「
部
分
」
を
接
合
し
融
解
さ
せ
て
一
つ
の
「
全
一
体
」
へ
と
質
的
に
変
化
さ

せ
る
「
紐
帯
」
が
な
い
限
り
、「
全
体
実
行
行
為
」
と
い
う
構
成
要
件
該
当
行
為
は
観
念
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、

例
え
ば
、「
構
成
要
件
の
定
型
性
・
類
型
性
の
枠
組
み
が
あ
る
の
で
、
各
共
同
者
の
部
分
実
行
行
為
が
構
成
要
件
全
体
の
視
点
か
ら
観

察
さ
れ
る
か
ら
」
と
か
、
各
共
同
者
は
「
刑
法
第
六
〇
条
が
要
求
す
る
、
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
と
い
え
る
か
ら
」
と
説
明
し
て

み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
結
論
を
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
、
せ
い
ぜ
い
条
文
上
の
形
式
的
根
拠
を
摘
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
、「
共
同
正
犯
に
お
け
る
相
互
的
な
物
理
的
・
心
理
的
補
充
機
能
・
促
進
機
能
な
い
し
全
実
行
行
為
に
対
す
る
物
理
的
・
心
理
的
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な
同
時
的
・
機
能
的
行
為
支
配
」
と
い
う
の
は
、
現
実
の
犯
行
態
様
に
お
い
て
は
渾
然
・
混
沌
と
し
て
、
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
た

め
、
分
解
し
て
考
察
す
る
に
な
じ
ま
な
い
」
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
共
同
正
犯
の
罪
責
を
負
わ
さ
れ
る
被
告
人
に
は
何
の

慰
め
に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
論
者
は
、
一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
の
実
質
的
根
拠
を
、
主
観
的
な
「
共
同
実
行
の
意
思
（
意
思
疎
通
・
意
思

連
絡
）」、
客
観
的
な
「
各
共
同
者
の
部
分
的
実
行
行
為
」、
そ
し
て
「
相
互
的
な
物
理
的
・
心
理
的
補
充
機
能
・
促
進
機
能
」
な
い
し

「
全
実
行
行
為
に
対
す
る
物
理
的
・
心
理
的
な
同
時
的
・
機
能
的
行
為
支
配
」
に
求
め
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
要
素
に
深
く
踏

み
込
ん
で
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、「
実
行
行
為
の
一
部
分
担
」
と
「
主
導
的
な
単
な
る
共
謀
者
」
と
の
区
別
が
形
骸
化
し
て
い
く
危
険
が

あ
る
。
し
か
も
、
論
者
が
、
先
に
形
式
的
実
行
行
為
説
の
特
徴
の
項
で
指
摘
し
た
「
実
行
行
為
概
念
の
相
対
化
」
を
導
入
す
る
と
き
に

は
、「
実
行
行
為
の
一
部
分
担
」
と
「
主
導
的
な
単
な
る
共
謀
者
」
の
距
離
は
さ
ら
に
縮
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
で
あ

れ
ば
こ
そ
、
逆
に
、
こ
の
説
の
論
者
を
し
て
、
記
述
的
・
類
型
的
構
成
要
件
の
枠
組
み
の
存
在
意
義
を
さ
ら
に
一
層
強
調
す
る
立
場
へ

と
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
形
式
的
実
行
行
為
説
の
論
者
に
対
し
、
一
部
実
行
全
部
責
任
の
法
理
の
実
質
的
根
拠
を
執
拗
に
問
う
の
は
、
共
同
正

犯
の
成
立
の
た
め
に
実
行
行
為
の
一
部
分
担
で
足
り
る
と
す
る
考
え
方
は
、
形
式
的
実
行
行
為
説
に
お
い
て
は
、
単
独
正
犯
の
原
理
を

基
盤
と
す
る
考
え
方
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
記
述

的
・
類
型
的
な
構
成
要
件
の
枠
組
み
を
重
視
す
る
実
行
行
為
概
念
・
正
犯
概
念
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
懸
念
を

抱
く
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
ら
へ
の
問
い
か
け
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
疑
問
・
懸
念
に
対
し
、「
共
同
正
犯
の
正
犯
性
と
共
犯
性
の

二
重
の
性
格
」
を
摘
示

11
）

し
た
り
、「
広
義
の
共
犯
性
」
を
摘
示

12
）

し
た
り
し
て
応
え
る
の
は
、
そ
の
困
難
な
問
い
か
け
を
解
き
ほ
ぐ
す
た

め
の
入
り
口
に
す
ぎ
な
い
。
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１
）

た
と
え
ば
、
福
田
平
・
全
訂
刑
法
総
論
（
第
五
版
・
二
〇
一
一
年
）
二
八
一
頁
注
九
、
中
義
勝
・
講
述
犯
罪
総
論
（
一
九
八
〇
年
）
二
五
三
頁
、
曽

根
威
彦
・
刑
法
総
論
（
第
四
版
・
二
〇
〇
八
年
）
二
五
五
頁
参
照
。

２
）

米
田
𣳾
邦
・
犯
罪
と
可
罰
的
評
価
（
一
九
八
三
年
）
二
〇
一
頁
〔
米
田
𣳾
邦
「
共
謀
共
同
正
犯

否
定
説
の
立
場
か
ら

」
中
義
勝
編
・
論
争

刑
法
（
一
九
七
六
年
）
二
四
三
頁
〕。
ま
た
、
佐
伯
千

・
刑
法
講
義
（
総
論
）（
三
訂
版
・
一
九
七
七
年
）
三
五
一
頁
、
中
山
研
一
「
共
謀
共
同
正
犯
」

中
山
研
一
ほ
か
編
・
現
代
刑
法
講
座
第
三
巻
（
一
九
七
九
年
）
二
一
一
頁
注
11
、
曽
根
威
彦
・
注
１
文
献
・
二
五
五
頁
も
参
照
。

３
）

浅
田
和
茂
・
刑
法
総
論
（
補
正
版
・
二
〇
〇
七
年
）
三
七
一
頁
。

４
）

論
者
は
、
自
分
の
立
場
を
「
実
質
的
・
形
式
的
客
観
説
」
と
名
づ
け
て
い
る
が
、「
形
式
」
優
先
の
思
考
方
法
だ
と
す
る
と
、「
形
式
的
・
実
質
的
客

観
説
」
と
名
づ
け
る
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。

５
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
原
春
夫
・
犯
罪
実
行
行
為
論
（
一
九
九
八
年
）
二
八
頁
以
下
、
特
に
八
七
頁
以
下
〔
こ
の
該
当
頁
の
論
文
「
犯
罪
論
に
お

け
る
定
型
的
思
考
の
限
界
」・「
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
」
の
初
出
は
、
西
原
春
夫
「
犯
罪
論
に
お
け
る
定
型
的
思
考
の
限
界
」
齊
籐
金
作
先
生
還
暦
祝

賀
論
文
集
（
一
九
六
三
年
）
一
五
九
頁
以
下
、
西
原
春
夫
「
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
」
早
稲
田
大
学
・
早
稲
田
法
学
四
一
巻
一
号
（
一
九
六
五
年
）
一

六
一
頁
以
下
で
あ
る
。〕
を
参
照
。

６
）

浅
田
和
茂
・
注
３
文
献
・
一
〇
六
頁
、
曽
根
威
彦
・
注
１
文
献
・
四
九
頁
、
山
中
敬
一
・
刑
法
総
論
（
第
二
版
・
二
〇
〇
八
年
）
一
四
八
頁
を
参

照
。

７
）

中
義
勝
「
刑
法
改
正
問
題
の
論
点
・
共
謀
共
同
正
犯
」
法
律
時
報
三
七
巻
一
号
（
一
九
六
五
年
）
一
三
頁
。

８
）

中
義
勝
・
講
述
犯
罪
総
論
（
一
九
八
〇
年
）
二
五
三
頁
。

９
）

山
中
敬
一
・
刑
法
総
論
（
第
二
版
・
二
〇
〇
八
年
）
八
七
九
頁
。

10
）

例
え
ば
、
Ａ
と
Ｂ
と
が
強
盗
を
と
も
に
実
現
す
る
意
思
を
形
成
し
、
Ａ
が
被
害
者
に
ピ
ス
ト
ル
を
突
き
つ
け
て
脅
迫
し
、
そ
の
間
に
Ｂ
が
金
員
奪
取

を
行
っ
た
場
合
、
Ａ
は
自
ら
実
行
し
た
脅
迫
、
Ｂ
は
自
ら
実
行
し
た
窃
盗
と
、
さ
ら
に
、
Ａ
と
Ｂ
が
互
い
に
他
者
の
部
分
的
実
行
行
為
を
補
充
・
促
進
し

た
脅
迫
・
窃
盗
の
共
犯
（
教
唆
犯
・
従
犯
）
と
が
成
立
し
、
両
罪
の
併
合
罪
な
い
し
観
念
的
競
合
と
い
う
処
理
を
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ

れ
を
し
な
い
で
、
強
盗
罪
の
共
同
正
犯
と
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
。

11
）

浅
田
和
茂
・
注
３
文
献
・
四
一
三
頁
参
照
。

12
）

曽
根
威
彦
・
注
１
文
献
・
二
五
〇
頁
参
照
。

〔
未

完
〕
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